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一
　
序
章

　
列
侯
と
は
漢
代
二
十
等
爵
制
の
最
上
位
の
爵
位
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で

前
漢
初
期
の
列
侯
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
前
漢
初
期
の
列
侯
の
多
く

は
高
祖
功
臣
で
あ
る
。
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
列
侯
は
長
安
に
あ
る
か
ぎ
り
、

無
官
で
あ
っ
て
も
定
期
的
に
皇
帝
に
朝
見
す
る
権
利
を
有
し
、
こ
の
定
期
的
な

朝
見
の
権
利
が
列
侯
た
ち
の
政
治
的
発
言
力
の
確
保
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
と
考
え
ら
れ
る）

1
（

。
高
祖
功
臣
が
漢
初
の
政
治
に
果
た
し
た
役
割
お
よ
び
彼
ら

の
盛
衰
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
高
祖
功
臣
は
皇

帝
権
力
を
制
約
し
う
る
勢
力
を
有
し
た）

2
（

。
右
に
述
べ
た
列
侯
の
政
治
的
発
言
力

を
考
え
れ
ば
、
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
者
た
ち
こ
そ
が
高
祖
功
臣
勢
力
の
中
心
に

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
大
き
な
政
治
的
影
響
力
を
有
し
た
列
侯
に
対
し
て
、
皇
帝
権
力

は
彼
ら
を
懐
柔
し
、
ま
た
自
ら
に
近
い
人
物
を
列
侯
に
封
建
す
る
な
ど
し
て
、

政
治
的
主
導
権
の
獲
得
に
努
め
た
。
た
と
え
ば
、
呂
后
は
高
后
二
年
（
前
一
八

六
）、
高
祖
期
の
功
績
を
念
頭
に
列
侯
の
序
列
で
あ
る
「
高
祖
系
列
侯
位
次
」

を
制
定
し
、
文
帝
は
即
位
後
、
高
祖
系
列
侯
位
次
を
改
定
し
た
。
呂
后
に
よ
る

高
祖
系
列
侯
位
次
の
制
定
と
、
文
帝
に
よ
る
高
祖
系
列
侯
位
次
の
改
定
は
、
高

祖
功
臣
を
中
心
と
す
る
列
侯
を
懐
柔
し
て
彼
ら
の
支
持
を
獲
得
す
る
意
図
を
有

し
た）

3
（

。
ま
た
、
呂
后
は
高
后
元
年
（
前
一
八
七
）
も
し
く
は
高
后
二
年
に
張
家

山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
具
律
八
五
簡
所
見
の
規
定
を
制
定
し
、
呂
氏
を
皇
帝
劉

氏
に
な
ぞ
ら
え
る
と
と
も
に
、
諸
侯
王
・
列
侯
を
関
内
侯
以
下
の
爵
位
の
者
と

区
別
し
、
諸
侯
王
・
列
侯
の
支
持
獲
得
を
図
っ
た）

4
（

。
さ
ら
に
呂
后
は
呂
氏
集
団

に
属
す
る
人
物
や
要
職
に
あ
る
人
物
を
列
侯
に
封
建
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
権

力
基
盤
の
確
立
を
図
り
、
困
難
な
政
局
の
克
服
に
努
め
た）

5
（

。

　
右
の
ご
と
く
大
き
な
勢
力
を
有
し
た
高
祖
系
列
侯
お
よ
び
彼
ら
を
中
心
と
す

る
高
祖
功
臣
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
の
指
摘
に
よ
れ
ば
彼
ら
は
次
第
に
勢
力
を

失
い
、
政
治
の
中
枢
か
ら
排
除
さ
れ
、
武
帝
末
年
ま
で
に
高
祖
系
列
侯
が
す
べ

て
絶
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
皇
帝
権
力
も
彼
ら
を
単
純
に
排
除
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
除
さ
れ
た
列
侯
の
一
族
に
列
侯
爵
を
与

︿
論
説
﹀

前
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─
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よ
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統
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え
る
紹
封
や
、
国
除
さ
れ
た
当
人
に
再
び
列
侯
爵
を
与
え
る
復
封
を
行
い
、
恩

恵
を
賜
与
す
る
こ
と
で
自
ら
の
支
持
者
の
獲
得
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
高
祖
功
臣
の
盛
衰
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
三
公
九
卿
や
郡
国
の
守

相
の
任
用
事
例
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る）

6
（

。
し
か
し
、
筆
者
の
検
討
に
よ
れ
ば
、

将
軍
職
へ
の
任
用
に
も
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
高
祖
系
列
侯
は
将
軍
職
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
後
述

の
ご
と
く
、
列
侯
は
武
官
に
連
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
将
軍

職
か
ら
の
排
除
は
、
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
を
如
実
に
示
す
と
言
え
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
高
祖
系
列
侯
の
減
少
の
過
程
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
に
景

帝
期
に
行
わ
れ
た
列
侯
の
紹
封
・
復
封
や
高
祖
系
列
侯
の
将
軍
職
か
ら
の
排
除

に
つ
い
て
検
討
し
、
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
の
背
景
を
考
察
す
る）

7
（

。

二
　
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封

︵
一
︶
高
祖
系
列
侯
の
減
少
過
程

　
高
祖
系
列
侯
は
、
高
后
二
年
に
制
定
さ
れ
、
文
帝
即
位
後
に
改
定
さ
れ
た
高

祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
と
さ
れ
た
列
侯
で
あ
る
。
高
祖
系
列
侯
の
数
の
変
遷
を

ま
と
め
る
と
表
一
な
ら
び
に
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
高
祖
系
列

侯
の
数
の
変
化
を
見
る
と
、
高
祖
末
年
か
ら
高
后
期
ま
で
は
多
少
の
増
減
は
あ

る
も
の
の
、
大
き
な
変
化
は
な
い
。
し
か
し
文
帝
期
に
入
っ
て
か
ら
高
祖
系
列

侯
の
減
少
が
始
ま
り
、
時
期
が
降
る
に
つ
れ
て
減
少
幅
が
増
大
し
、
武
帝
末
年
、

す
な
わ
ち
後
元
二
年
（
前
八
七
）
に
は
す
べ
て
の
高
祖
系
列
侯
が
断
絶
し
た
こ

と
が
分
か
る）

8
（

。

　
文
帝
期
以
降
の
高
祖
系
列
侯
の
減
少
傾
向
は
、
高
祖
系
列
侯
を
中
核
と
す
る

高
祖
功
臣
の
勢
力
の
衰
退
と
軌
を
同
じ
く
す
る
。
李
開
元
氏
は
、「
軍
功
受
益

階
層
」
は
高
祖
期
か
ら
文
帝
期
に
か
け
て
漢
帝
国
の
政
治
を
掌
握
し
た
が
、
文

帝
期
か
ら
地
方
政
治
に
お
け
る
主
導
権
の
喪
失
が
始
ま
り
、
景
帝
期
に
は
中
央

政
治
の
支
配
を
も
失
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る）

9
（

。
つ
ま
り
、
高
祖
と
強
い
つ
な
が

り
を
持
つ
高
祖
系
列
侯
の
減
少
は
高
祖
功
臣
の
勢
力
衰
退
を
明
瞭
に
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
図
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
帝
期
以
降
も
高
祖
系
列
侯
は
単
純
に

減
少
を
続
け
た
の
で
は
な
く
、
増
減
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
減
少
幅
の
大
き
い

景
帝
期
に
す
ら
増
加
し
た
時
期
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
す
で
に
国
除
さ
れ
た
列

侯
や
そ
の
一
族
に
対
し
て
紹
封
や
復
封
の
措
置
が
と
ら
れ
、
列
侯
の
爵
位
が
再

び
賜
与
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
紹
封
や
復
封
は
高
祖
系
列
侯
の
減
少
傾
向
か
ら

見
れ
ば
、
特
異
な
事
例
と
言
え
る
。
武
帝
期
以
前
に
行
わ
れ
た
列
侯
に
対
す
る

紹
封
・
復
封
の
事
例
を
ま
と
め
た
の
が
、
表
二
・
表
三
で
あ
る）

10
（

。
両
表
を
見
る

と
、
武
帝
期
以
前
に
は
少
な
か
ら
ぬ
紹
封
・
復
封
の
事
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ

で
次
節
で
は
紹
封
や
復
封
の
事
例
を
確
認
し
た
い
。

︵
二
︶
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封

①
紹
封

　
紹
封
と
は
、
す
で
に
国
除
さ
れ
た
諸
侯
王
や
列
侯
の
一
族
が
皇
帝
の
恩
恵
に

よ
っ
て
例
外
的
に
爵
位
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
諸
侯
王
・
列
侯
の
紹
封
の

事
例
は
、
史
料
上
に
し
ば
し
ば
「
紹
封
」
と
明
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
『
漢

書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
酇
侯
蕭
何
条
に
「
五
年
、
侯
則
以
何
孫
遺
弟

紹
封

0

0

。」（
傍
点
、
筆
者
）
と
見
え
る）

12
（

。『
説
文
解
字
』
巻
一
四
糸
部
に
「
紹
、

繼
也
。」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
史
料
上
に
見
ら
れ
る
「
紹
封
」
は
「
封
を

紹つ

ぐ
」
と
訓
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
「
紹
封
」
は
、
爵
位
や
封
土
の
継
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承
を
示
す
語
と
解
さ
れ
る
が
、
史
料
上
の
用
法
に
よ

る
限
り
、
爵
位
や
封
土
の
継
承
一
般
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
国
除
さ
れ
た
諸
侯

王
・
列
侯
の
一
族
に
よ
る
例
外
的
な
爵
位
継
承
を
指

す
。

　
こ
の
よ
う
な
紹
封
に
対
し
て
、
父
た
る
諸
侯
王
・

列
侯
の
死
に
と
も
な
っ
て
嗣
子
が
継
承
す
る
場
合
に

は
、「
嗣
」
と
記
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
漢
書
』
高

恵
高
后
文
功
臣
表
酇
侯
蕭
何
条
に
「
孝
惠
三
年
、
哀

侯
祿
嗣0

。」（
傍
点
、
筆
者
）
と
見
え
る
（
哀
侯
禄
と

は
蕭
何
の
子
蕭
禄
で
あ
り
、
蕭
禄
は
恵
帝
二
年
（
前

一
九
三
）
の
蕭
何
の
死
に
と
も
な
っ
て
酇
侯
を
継
承

し
た
）。
以
上
の
よ
う
に
、「
嗣
」
と
「
紹
封
」
と
は

と
も
に
爵
位
の
継
承
を
示
す
語
で
あ
り
な
が
ら
、
明

確
に
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
「
嗣
」
や
「
紹
封
」
の
語
が
用
い
ら
れ
な

い
例
も
多
く
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
『
史
記
』
巻
一

八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
で
は
「
嗣
」
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
稀
で
あ
り
、「
紹
封
」
の
使
用
は
見
ら
れ
な

い
。
右
に
挙
げ
た
蕭
禄
に
よ
る
酇
侯
継
承
は
同
表
に

「（
恵
帝
）
三
年
、
哀
侯
祿
元
年
。」
と
あ
り
、
蕭
則

に
よ
る
紹
封
も
「（
文
帝
）
後
五
年
、
侯
則
元
年
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
史
料
上
の
記
載
を
一

見
し
た
の
み
で
は
、
嗣
子
に
よ
る
爵
位
継
承
と
紹
封

（人）

140

120

100

80

60

40

20

0

高
祖
系
列
侯
数

高
祖
一
二
年

（
前
一
九
五
）

恵
帝
七
年

恵帝 高后 文帝 景帝 武帝

（
前
一
八
八
）

高
后
八
年

（
前
一
八
〇
）

文
帝
後
七
年

（
前
一
五
七
）

景
帝
後
三
年

（
前
一
四
一
）

後
元
二
年

（
前
八
七
）

図　高祖系列侯数の変遷

表 1　高祖 12年から後元 2年における高祖系列侯数の変遷

高祖 12 年 恵帝 7 年 高后 8 年 文帝後 7 年 景帝後 3 年 後元 2 年
（前 195） （前 188） （前 180） （前 157） （前 141） （前 87）

高祖系列侯 130 131 129 110 75 0

増減数 ＋1 －2 －19 －35 －75

増減率 ＋0.8％ ＋1.5％ －14.7％ －31.8％ －100％
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表
2　
武
帝
期
以
前
の
紹
封

N
o

紹
封
者

紹
封
時
期

始
封
者

始
封
時
期

位
次

国
除
者

国
除
時
期

国
除
理
由

封
号

姓
名

封
号

姓
名

封
号

姓
名

1
胡
陵
侯

呂
禄

高
后
元
年
（
前

187）
建
成
侯

呂
釈
之

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
戌

─
建
成
侯

呂
則

恵
帝

7
年
（
前

188）
諸
呂
の
乱

2
酇
侯

某
同

高
后

2
年
（
前

186）
酇
侯

蕭
何

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

1
酇
侯

蕭
禄

高
后
元
年
（
前

187）
無
後

筑
陽
侯

蕭
延

3
舞
陽
侯

樊
市
人

文
帝
元
年
（
前

179）
舞
陽
侯

樊
噲

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

5
舞
陽
侯

樊
伉

高
后

8
年
（
前

180）
諸
呂
の
乱

4
煮
棗
侯

革
武

文
帝

2
年
（
前

178）
煮
棗
侯

革
赤

高
祖

12
年
（
前

195）
6
月
壬
辰

75
煮
棗
侯

革
赤

恵
帝

7
年
（
前

188）
嗣
子
有
罪

5
脩
侯

周
亜
夫

文
帝
後

3
年
（
前

161）
絳
侯

周
勃

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

4
絳
侯

周
勝
之

文
帝
後

2
年
（
前

162）
有
罪

6
酇
侯

蕭
則

文
帝
後

5
年
（
前

159）
酇
侯

蕭
何

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

1
酇
侯

蕭
遺

文
帝
後

4
年
（
前

160）
無
後

7
武
陽
侯

蕭
嘉

景
帝

2
年
（
前

155）
酇
侯

蕭
何

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

1
酇
侯

蕭
則

景
帝
元
年
（
前

156）
有
罪

8
鄲
侯

周
応

景
帝
中
元
年
（
前

149）
蒯
成
侯

周
緤

高
祖

6
年
（
前

201）
8
月
甲
子

22
蒯
成
侯

周
昌

文
帝

6
年
（
前

174）
有
罪

9
縄
侯

周
応

景
帝
中
元
年
（
前

149）
高
景
侯

周
成

高
祖

9
年
（
前

198）
4
月
戊
寅

60
高
景
侯

周
成

文
帝
後

5
年
（
前

159）
謀
反

10
安
陽
侯

周
左
車

景
帝
中

2
年
（
前

148）
汾
陰
侯

周
昌

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

16
建
平
侯

周
意

文
帝
後

2
年
（
前

162）
有
罪

11
繆
侯

酈
堅

景
帝
中

3
年
（
前

147）
曲
周
侯

酈
商

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

6
曲
周
侯

酈
寄

景
帝
中

2
年
（
前

148）
有
罪

12
更
侯

趙
胡

景
帝
中

5
年
（
前

145）
深
沢
侯

趙
将
夜

高
祖

8
年
（
前

199）
10

月
癸
丑

98
深
沢
侯

趙
循

景
帝
中

3
年
（
前

147）
有
罪

13
陽
平
侯

杜
相
夫

景
帝
中

5
年
（
前

145）
長
脩
侯

杜
恬

高
祖

11
年
（
前

196）
正
月
丙
戌

108
長
脩
侯

杜
喜

景
帝
中

2
年
（
前

148）
有
罪

14
巣
侯

陳
最

景
帝
中

6
年
（
前

144）
費
侯

陳
賀

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

31
費
侯

陳
偃

景
帝
中

2
年
（
前

148）
有
罪

15
南
侯

郭
延
居

景
帝
中

6
年
（
前

144）
阿
陵
侯

郭
亭

高
祖

6
年
（
前

201）
7
月
庚
寅

27
阿
陵
侯

郭
勝
客

景
帝
中

3
年
（
前

147）
有
罪

16
平
曲
侯

周
堅

景
帝
後
元
年
（
前

143）
絳
侯

周
勃

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

4
脩
侯

周
亜
夫

景
帝
後
元
年
（
前

143）
有
罪

17
杜
衍
侯

王
郢
人

景
帝
後
元
年
（
前

143）
杜
衍
侯

王
翳

高
祖

7
年
（
前

200）
正
月
己
酉

102
杜
衍
侯

王
翕

景
帝
中

6
年
（
前

144）
有
罪

18
臨
汝
侯

灌
賢

元
光

2
年
（
前

133）
潁
陰
侯

灌
嬰

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

9
潁
陰
侯

灌
彊

元
光
元
年
（
前

134）
有
罪

19
睢
陵
侯

張
広
国

元
光

3
年
（
前

132）
宣
平
侯

張
敖

高
祖

9
年
（
前

198）
4
月

3
南
宮
侯

張
生

元
光

2
年
（
前

133）
有
罪

20
酇
侯

蕭
慶

元
狩

3
年
（
前

120）
酇
侯

蕭
何

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

1
武
陽
侯

蕭
勝

元
朔

2
年
（
前

127）
有
罪
（
坐
不
敬
）

21
江
鄒
侯

靳
石

元
鼎

5
年
（
前

112）
汾
陽
侯

靳
彊

高
祖

11
年
（
前

196）
2
月
辛
亥

96
汾
陽
侯

靳
胡

建
元
元
年
（
前

140）
不
明

22
竜

侯
韓
曽

後
元
元
年
（
前

87）
竜

侯
韓
説

元
朔

5
年
（
前

124）
4
月
丁
未

─
案
道
侯

韓
興

征
和

4
年
（
前

89）
巫
蟲
の
獄

※
　「

位
次
」
は
高
祖
系
列
侯
位
次
を
示
し
、「

─
」
は
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。

※
　

N
o.2
酇

侯
某

同
・
筑

陽
侯

蕭
延

に
つ

い
て

は
『
史

記
』・『

漢
書
』
の

記
載

に
異

同
が

見
ら

れ
る
。
本

稿
で

は
某

同
を

蕭
何

の
妻
、
蕭

延
を

蕭
何

の
少

子
と

す
る
『
漢

書
』
巻

16
高

恵
高

后
文

功
臣

表
・
巻

39
蕭

何
伝
に
従
っ
た
。
ま
た
、
某
同
が
文
帝
元
年
に
国
除
さ
れ
、
蕭
延
が
酇
侯
に
徙
封
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
高
祖
系
列
侯
と
し
て
は

1
つ
の
系
統
と
扱
い
、
ま
と
め
て
記
し
た
。

※
　

N
o.13

陽
平

侯
杜

相
夫

の
紹

封
に

つ
い

て
、『

史
記
』
巻

18
高

祖
功

臣
侯

者
年

表
長

脩
侯

杜
恬

条
は
「
中

五
年
、
復

封
、
侯

相
夫

元
年
。」

と
記

す
。
し

か
し

こ
の

記
事

は
景

帝
中

2
年

の
杜

喜
国

除
に

続
け

て
記

さ
れ
、
杜

相
夫

が
景

帝
中

5
年

の
紹

封
以

前
に

列
侯

に
封

建
さ

れ
た

こ
と

は
見

え
な

い
。
よ

っ
て
、
こ

こ
で
「
復

封
」
と

記
さ

れ
て

は
い

る
が
、
杜

相
夫

は
復

封
で

は
な

く
、
紹

封
に

よ
り

陽
平

侯
と

な
っ

た
と

解
す
る
べ
き
で
あ

る
。
な
お
、『

漢
書
』
巻

16
高
恵
高
后
文
功
臣
表
は
「
孝
景
中
五
年
、
侯
相
夫
紹
封
。」

と
記
す
。
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と
を
区
別
で
き
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、「
紹
封
」
と
明
示
さ
れ

て
お
ら
ず
と
も
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の
各
所
の
記
載
を
整
理
す
る
こ
と
で
、

国
除
さ
れ
た
列
侯
の
一
族
に
よ
る
例
外
的
な
列
侯
爵
の
継
承
と
考
え
ら
れ
る
場

合
に
は
紹
封
と
解
し
た
。

　
さ
て
、
表
二
に
武
帝
期
以
前
に
行
わ
れ
た
列
侯
に
対
す
る
紹
封
事
例
を
挙
げ

た
。
高
后
元
年
か
ら
後
元
元
年
（
前
八
八
）
ま
で
二
二
件
の
列
侯
の
紹
封
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
う
ち
、
胡
陵
侯
呂
禄
は
呂
后
の
次
兄
呂
釈
之
の

子
で
あ
る
。
呂
釈
之
は
高
祖
六
年
（
前
二
〇
一
）
正
月
丙
戌
に
建
成
侯
に
封
建

さ
れ
、
恵
帝
二
年
に
没
し
た
。
子
の
呂
則
が
建
成
侯
を
継
承
し
た
が
、
恵
帝
七

年
（
前
一
八
八
）
に
罪
に
よ
り
国
除
さ
れ
、
高
后
元
年
に
呂
禄
が
紹
封
に
よ
り

胡
陵
侯
と
な
り
、
呂
釈
之
の
祭
祀
を
継
承
し
た）

13
（

。
ま
た
竜

侯
韓
曽
は
、
兄
の

案
道
侯
韓
興
が
征
和
四
年
（
前
八
九
）
に
国
除
さ
れ
た
後
、
後
元
元
年
に
紹
封

を
認
め
ら
れ
て
竜

侯
と
な
っ
た
。
韓
興
の
死
も
韓
興
の
父
韓
説
の
死
も
巫
蠱

の
獄
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
り
、『
漢
書
』
巻
三
三
韓
王
信
伝
に
「
上
曰
く
、

『
游
擊
將
軍
事
に
死
す
、
論
坐
す
る
者
無
し
。』
と
。
乃
ち
復
た
興
の
弟
增
を
封

じ
て
龍

侯
と
爲
す）

14
（

。」
と
見
え
る
よ
う
に
、
韓
曽
の
紹
封
は
巫
蠱
の
獄
の
事

後
処
理
と
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
右
の
二
件
を
除
く
二
〇
件
の
紹
封
は
す
べ
て
高
祖
系
列
侯
を
対
象
と
し
て
い

る
。
以
下
、
こ
の
二
〇
件
の
紹
封
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
考
え
た
い
。

　
ま
ず
、
高
祖
六
年
正
月
に
封
建
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
の
子
孫
の
紹
封
が
一
一

件
あ
り
、
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
紹
封
の
お
よ
そ
半
数
を
占
め
て
い
る
。
紹
封

の
行
わ
れ
た
時
期
ご
と
に
見
て
も
、

高
后
期
：
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
件
中
一
件
）

文
帝
期
：
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
四
件
中
三
件
）

景
帝
期
：
四
五
．
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
一
件
中
五
件
）

武
帝
期
：
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
四
件
中
二
件
）

と
、
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。

　
高
祖
は
高
祖
六
年
一
二
月
よ
り
功
臣
の
封
侯
を
開
始
し
た
が
、
功
臣
た
ち
が

自
ら
の
功
績
を
主
張
し
て
争
っ
た
た
め
、
封
侯
は
難
航
し
た
。
そ
の
た
め
、
同

年
一
二
月
か
ら
正
月
に
か
け
て
二
九
名
が
封
侯
さ
れ
て
以
降
、
三
月
ま
で
封
侯

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
高
祖
六
年
一
二
月
と
正
月
に
封
侯
さ
れ
た
二

九
名
は
、
明
ら
か
に
功
績
の
大
き
な
人
物
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
武
帝
期
以
前

の
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
紹
封
に
お
い
て
は
、
大
き
な
功
績
を
持
つ
列
侯
を
対

象
と
す
る
事
例
が
多
い
と
言
え
る
。

　
ま
た
、
高
祖
系
列
侯
位
次
に
着
目
し
て
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
。
高
祖
系

列
侯
位
次
は
一
三
八
名
を
対
象
と
す
る
が
、
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
事
例
二
〇
件

の
う
ち
、
一
四
件
が
上
位
三
分
の
一
の
位
次
（
四
六
位
以
上
）
と
さ
れ
た
者
の

紹
封
で
あ
り
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
時
期
ご
と
に
見
て
も
、

高
后
期
：
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
件
中
一
件
）

文
帝
期
：
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
四
件
中
三
件
）

景
帝
期
：
六
三
．
六
パ
ー
セ
ン
ト
（
一
一
件
中
七
件
）

武
帝
期
：
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
四
件
中
三
件
）

と
そ
れ
ぞ
れ
大
き
な
割
合
で
あ
る
。
位
次
の
低
い
者
も
含
ま
れ
る
と
は
い
え
、

皇
帝
た
ち
は
高
祖
系
列
侯
位
次
を
尊
重
し
、
位
次
の
上
下
を
意
識
し
て
紹
封
の

対
象
者
を
選
定
し
て
い
た
と
言
え
る
。

　
右
の
二
点
、
す
な
わ
ち
高
祖
六
年
正
月
に
封
建
さ
れ
た
列
侯
の
紹
封
が
多
く
、

ま
た
高
祖
期
の
功
績
を
念
頭
に
制
定
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
位
次
に
お
い
て
も
上

位
に
位
置
す
る
列
侯
の
紹
封
が
多
い
点
よ
り
考
え
れ
ば
、
武
帝
期
以
前
の
高
祖
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表
3　
武
帝
期
以
前
の
復
封

N
o.

復
封
者

復
封
時
期

始
封
者

始
封
時
期

位
次

国
除
時
期

国
除
理
由

封
号

姓
名

封
号

姓
名

1
赤
泉
侯

楊
喜

高
后

2
年
（
前

186）
赤
泉
侯

楊
喜

高
祖

7
年
（
前

200）
正
月
己
酉

103
高
后
元
年
（
前

187）
有
罪

2
桃
侯

劉
襄

高
后

2
年
（
前

186）
桃
侯

劉
襄

高
祖

12
年
（
前

195）
3
月
丁
巳

135
高
后
元
年
（
前

187）
有
罪

3
柏
至
侯

許
温

高
后

3
年
（
前

185）
柏
至
侯

許
温

高
祖

7
年
（
前

200）
10

月
戊
辰

58
高
后

2
年
（
前

186）
有
罪

4
深
沢
侯

趙
将
夜

高
后

3
年
（
前

185）
深
沢
侯

趙
将
夜

高
祖

8
年
（
前

199）
10

月
癸
丑

98
高
后

2
年
（
前

186）
有
罪

5
曲
城
侯

蠱
捷

文
帝

14
年
（
前

166）
曲
城
侯

蠱
達

高
祖

6
年
（
前

201）
3
月
庚
子

18
文
帝

9
年
（
前

171）
有
罪

6
深
沢
侯

趙
将
夜

文
帝

14
年
（
前

166）
深
沢
侯

趙
将
夜

高
祖

8
年
（
前

199）
10

月
癸
丑

98
高
后

4
年
（
前

184）
不
明

7
張
侯

耏
昭

景
帝

3
年
（
前

154）
芒
侯

耏
跖

高
祖

6
年
（
前

201）
─

恵
帝
元
年
（
前

194）
有
罪

8
紅
侯

劉
富

景
帝

3
年
（
前

154）
休
侯

劉
富

景
帝
元
年
（
前

156）
4
月
乙
巳

─
景
帝

3
年
（
前

154）
呉
楚
七
国
の
乱

9
平
棘
侯

薛
沢

景
帝
中

5
年
（
前

145）
広
平
侯

薛
欧

高
祖

6
年
（
前

201）
12

月
甲
申

15
景
帝
中

2
年
（
前

148）
有
罪

10
塞
侯

陳
始

景
帝
中

5
年
（
前

145）
博
陽
侯

陳
濞

高
祖

6
年
（
前

201）
12

月
甲
申

19
景
帝

5
年
（
前

152）
有
罪
（
謀
殺
人
）

11
節
氏
侯

董
赤

景
帝
中

5
年
（
前

145）
成
侯

董
渫

高
祖

6
年
（
前

201）
正
月
丙
午

25
景
帝

7
年
（
前

150）
有
罪

12
垣
侯

蠱
捷

景
帝
中

5
年
（
前

145）
曲
城
侯

蠱
達

高
祖

6
年
（
前

201）
3
月
庚
子

18
景
帝
中

2
年
（
前

148）
有
罪

13
発
婁
侯

丁
通

景
帝
中

5
年
（
前

145）
宣
曲
侯

丁
義

高
祖

6
年
（
前

201）
7
月
戊
戌

43
景
帝

5
年
（
前

152）
有
罪

14
臨
汝
侯

楊
無
害

景
帝
中

5
年
（
前

145）
赤
泉
侯

楊
喜

高
祖

7
年
（
前

200）
正
月
己
酉

103
景
帝
中

3
年
（
前

147）
有
罪
（
詐
紿
人
臧
六
百
）

15
案
道
侯

韓
説

元
封
元
年
（
前

110）
竜
頟
侯

韓
説

元
朔

5
年
（
前

124）
4
月
丁
未

─
元
鼎

5
年
（
前

112）
有
罪
（
酎
金
律
）

16
葛
繹
侯

公
孫
賀

太
初

2
年
（
前

103）
南
奅
侯

公
孫
賀

元
朔

5
年
（
前

124）
4
月
丁
未

─
元
鼎

5
年
（
前

112）
有
罪
（
酎
金
律
）

※
　「

位
次
」
は
高
祖
系
列
侯
位
次
を
示
し
、「

─
」
は
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
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系
列
侯
の
紹
封
の
特
徴
は
、
高
祖
期
の
功
績
の
重
視
で
あ
る
。
こ
れ
は
呂
后
や

文
帝
が
高
祖
期
の
功
績
を
念
頭
に
高
祖
系
列
侯
位
次
の
制
改
定
を
行
っ
た
の
と

同
様
で
あ
る
。
高
祖
期
の
功
績
を
重
視
す
る
こ
と
は
高
祖
功
臣
の
尊
重
を
示
す

こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
、
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
も
高
祖
功
臣
の
支
持
獲
得
を
目

的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
の
行
わ
れ
た
時
期
を
見
る
と
、
景
帝
中
元
年
（
前

一
四
九
）
か
ら
景
帝
後
元
年
（
前
一
四
三
）
に
一
〇
件
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
れ
は
武
帝
期
以
前
に
お
け
る
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
紹
封
の
約

半
数
を
占
め
る
。
な
ぜ
こ
の
時
期
に
集
中
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
時
期
に
は
、
景
帝
と
高
祖
功
臣
の
中
心
た
る
周
亜
夫
が
争
っ
て
い
た
。
そ
し

て
次
項
に
見
る
よ
う
に
、
復
封
も
多
く
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

復
封
事
例
や
当
該
期
の
政
治
状
況
と
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

②
復
封

　
復
封
は
紹
封
と
は
異
な
り
、
国
除
さ
れ
た
当
人
に
再
び
列
侯
爵
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
広
平
侯
薛
欧
条
に
「
孝
文
後
三
年
、

侯
澤
嗣
、
孝
景
中
三
年
、
有
罪
、
免
。
中
五
年
、
澤
復
封

0

0

。」（
傍
点
、
筆
者
）

と
あ
る
よ
う
に
、
復
封
は
史
料
上
に
多
く
「
復
封
」
と
明
示
さ
れ
、
こ
の
場
合
、

「
復
封
」
は
「
復
た
封
ぜ
ら
る
」
と
訓
じ
る
こ
と
が
で
き
る）

15
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。

　
さ
て
、
表
三
に
よ
れ
ば
武
帝
期
以
前
に
行
わ
れ
た
列
侯
に
対
す
る
復
封
は
一

六
件
見
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
高
祖
系
列
侯
を
対
象
と
す
る
も
の
は
一
二
件
で
あ

り
、
全
体
の
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
紹
封
と
同
様
に
復
封
に
も
高
祖
系

列
侯
の
割
合
の
大
き
さ
を
見
出
せ
る
。
ま
た
高
祖
系
列
侯
で
は
な
い
が
、
景
帝

三
年
（
前
一
五
四
）
に
復
封
さ
れ
た
張
侯

昭
の
父
芒
侯

跖
も
高
祖
功
臣
で

あ
る）

16
（

。

　
一
方
で
復
封
事
例
で
は
紹
封
の
場
合
と
異
な
り
、
高
祖
六
年
一
二
月
か
ら
正

月
に
封
建
さ
れ
た
者
や
高
祖
系
列
侯
位
次
の
上
位
に
位
置
す
る
者
の
割
合
は
少

な
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
一
例
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
も
高

祖
系
列
侯
位
次
の
上
位
三
分
の
一
に
あ
た
る
者
は
六
名
で
あ
る
。
高
祖
系
列
侯

一
二
名
の
半
数
に
あ
た
り
、
紹
封
の
場
合
に
高
祖
系
列
侯
位
次
の
上
位
三
分
の

一
に
置
か
れ
た
者
が
七
割
以
上
を
占
め
た
の
に
比
べ
れ
ば
割
合
が
低
い
。

　
次
に
復
封
の
行
わ
れ
た
時
期
に
注
目
す
る
と
、
高
后
期
か
ら
景
帝
期
に
行
わ

れ
た
も
の
に
は
あ
る
程
度
の
偏
り
を
見
出
せ
る
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、

ま
ず
各
復
封
事
例
の
背
景
を
確
認
し
た
い
が
、
復
封
の
理
由
が
明
示
さ
れ
て
い

る
事
例
は
少
な
い
。
わ
ず
か
に
四
件
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。

　
景
帝
三
年
に
復
封
さ
れ
た
張
侯

昭
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯

者
年
表
に
「
孝
景
三
年
、
昭
故
の
芒
侯
を
以
て
兵
を
將
ゐ
太
尉
亞
夫
に
從
ひ
て

吳
楚
を
擊
ち
て
功
有
り
、
復
た
侯
と
せ
ら
る）

17
（

。」
と
あ
り
、
呉
楚
七
国
の
乱
の

際
に
従
軍
し
て
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
が
復
封
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
同
年
に

復
封
さ
れ
た
紅
侯
劉
富
は
、
楚
王
劉
戊
の
叔
父
に
あ
た
り
、
劉
戊
が
呉
楚
七
国

の
乱
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
国
除
さ
れ
た
。
し
か
し
劉
富
が
し
ば
し
ば
劉
戊

を
諫
め
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
劉
富
は
復
封
さ
れ
て
紅
侯
と
な
っ
た
。

　
元
封
元
年
（
前
一
一
〇
）
に
復
封
さ
れ
た
案
道
侯
韓
説
は
、
対
匈
奴
戦
争
に

お
い
て
功
績
を
挙
げ
、
元
朔
五
年
（
前
一
二
四
）
に
竜

侯
に
封
建
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
元
鼎
五
年
（
前
一
一
二
）
に
酎
金
律
に
抵
触
し
て
国
除
と
な
る
が
、

翌
年
の
東
越
と
の
戦
い
に
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
で
元
封
元
年
、
案
道
侯
と
さ
れ

た
）
18
（

。
ゆ
え
に
案
道
侯
韓
説
の
復
封
は
軍
功
に
基
づ
く
。
次
に
太
初
二
年
（
前
一

〇
三
）
に
復
封
さ
れ
た
葛
繹
侯
公
孫
賀
は
、
対
匈
奴
戦
争
に
功
績
を
挙
げ
、
元
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朔
五
年
に
南

侯
に
封
建
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
元
鼎
五
年
に
酎
金
律
に
抵
触
し

て
国
除
さ
れ
る
が
、
太
初
二
年
に
丞
相
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
葛
繹
侯
と

さ
れ
た）

19
（

。

　
以
上
の
四
件
は
復
封
の
理
由
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
他
の
一
二
件
は
ど
の

よ
う
な
理
由
で
復
封
さ
れ
た
の
か
詳
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
一
二
件
の
復
封
の

時
期
に
着
目
す
る
と
、
高
后
二
年
〜
高
后
三
年
（
前
一
八
五
）・
文
帝
一
四
年

（
前
一
六
六
）・
景
帝
中
五
年
（
前
一
四
五
）
の
三
つ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
こ
と

が
分
か
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
復
封
が
行
わ
れ
た
背
景
を
検
討
し
た

い
。

　
ま
ず
、
高
后
二
年
か
ら
高
后
三
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
四
件
は
、
呂
氏
政
権

の
権
力
基
盤
確
立
策
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
后
元
年
、
呂
后
は
呂
氏

集
団
を
諸
侯
王
や
列
侯
に
封
建
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
政
局
が
不
安
定
化
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
上
述
の
よ
う
に
高
后
元
年
か
ら
高
后
二
年
に
か
け

て
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
具
律
八
五
簡
所
見
の
規
定
や
高
祖
系
列
侯
位
次

が
制
定
さ
れ
、
呂
氏
政
権
に
よ
っ
て
列
侯
の
懐
柔
が
図
ら
れ
た
。

　
右
の
よ
う
な
不
安
定
な
政
治
状
況
の
な
か
で
、
呂
氏
政
権
は
高
祖
系
列
侯
を

復
封
す
る
こ
と
で
高
祖
功
臣
の
懐
柔
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
高
后

二
年
か
ら
高
后
三
年
に
復
封
さ
れ
た
四
名
は
い
ず
れ
も
復
封
の
前
年
に
国
除
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
該
期
に
お
け
る
呂
氏
政
権
と
高
祖
功
臣
の
緊
張
関
係
を

反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
附
言
す
る
な
ら
ば
、
深
沢
侯
趙
将
夜
は
、
高
后

二
年
に
国
除
と
な
り
、
高
后
三
年
に
復
封
さ
れ
る
も
、
高
后
四
年
（
前
一
八

四
）
に
は
再
び
国
除
と
な
っ
て
い
る
。
高
后
四
年
に
は
少
帝
恭
の
廃
位
が
行
わ

れ
て
お
り
、
依
然
と
し
て
不
安
定
な
状
況
は
継
続
し
て
い
た
。
無
論
、
す
べ
て

は
当
該
期
の
政
治
状
況
か
ら
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、『
史
記
』・『
漢

書
』
の
列
侯
表
に
よ
れ
ば
、
嗣
子
不
在
や
諸
侯
王
へ
封
建
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
国
が
除
か
れ
た
事
例
を
除
き
、
高
后
元
年
か
ら
高
后
四
年
に
か
け
て
合
計
一

〇
件
の
列
侯
の
国
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
該
期
に
は

呂
氏
政
権
と
高
祖
功
臣
の
間
で
激
し
い
勢
力
争
い
が
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て

短
期
間
に
多
く
の
列
侯
の
国
除
と
復
封
が
行
わ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
次
に
文
帝
一
四
年
の
二
件
の
復
封
は
、
匈
奴
に
よ
る
漢
帝
国
へ
の
大
規
模
な

侵
攻
と
関
係
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
文
帝
一
四
年
の
匈
奴
侵
攻
は
漢
帝
国
に
大

き
な
脅
威
を
与
え
、
匈
奴
の
斥
候
は
都
長
安
に
程
近
い
甘
泉
宮
に
ま
で
至
っ
た
。

漢
朝
は
多
く
の
列
侯
を
将
軍
に
任
命
し
て
匈
奴
の
侵
攻
に
対
処
し
た
が
、
す
で

に
列
侯
爵
を
失
っ
て
い
た
蠱
捷
や
趙
将
夜
も
従
軍
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際

に
高
后
四
年
に
国
除
と
さ
れ
た
趙
将
夜
は
文
帝
三
年
（
前
一
七
七
）
の
済
北
王

劉
興
居
の
謀
反
に
際
し
て
も
将
軍
と
し
て
従
軍
し
て
い
る）
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。
文
帝
一
四
年
の
蠱

捷
や
趙
将
夜
の
復
封
も
そ
の
理
由
を
示
す
史
料
は
な
い
か
ら
推
測
に
過
ぎ
な
い

が
、
匈
奴
の
大
規
模
な
侵
攻
を
念
頭
に
す
れ
ば
、
こ
の
復
封
は
対
匈
奴
戦
の
従

軍
に
対
す
る
褒
賞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
景
帝
中
五
年
に
行
わ
れ
た
六
件
の
復
封
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
史
料
上

に
そ
の
理
由
を
明
示
し
た
記
事
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
は
上
述

の
よ
う
に
景
帝
と
周
亜
夫
が
争
い
、
ま
た
紹
封
も
多
く
行
わ
れ
た
。
よ
っ
て
、

景
帝
中
五
年
に
行
わ
れ
た
六
件
の
復
封
も
、
高
后
期
の
復
封
と
同
じ
く
当
該
期

の
皇
帝
権
力
と
高
祖
功
臣
と
の
政
争
の
過
程
で
行
わ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
次
章
に
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

三
　
周
亜
夫
の
失
脚
と
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封

　
前
章
に
見
た
よ
う
に
、
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
に
は
高
祖
系
列
侯
の



71　　前漢前期における高祖系列侯の衰退

紹
封
・
復
封
が
多
く
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
、
景
帝
と
高
祖
功
臣

の
中
心
で
あ
る
周
亜
夫
の
政
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
本
章
で
は
こ
の
政
争
と

高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封
の
関
係
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
周
亜
夫

の
出
自
や
経
歴
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

︵
一
︶
景
帝
と
周
亜
夫
の
政
争

①
周
亜
夫
の
出
自
お
よ
び
経
歴

　
周
亜
夫
は
高
祖
功
臣
の
絳
侯
周
勃
の
子
で
あ
る
。
周
勃
・
周
亜
夫
父
子
の
出

自
や
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
・
巻
五
七
絳

侯
周
勃
世
家
や
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
・
巻
四
〇
周
勃
伝
か
ら

確
認
で
き
る
。

　
周
勃
は
高
祖
期
か
ら
た
び
た
び
太
尉
に
任
じ
ら
れ
、
高
后
八
年
（
前
一
八

〇
）
の
諸
呂
の
乱
に
際
し
て
大
き
な
働
き
を
し
、
文
帝
即
位
後
に
右
丞
相
に
任

じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
度
は
右
丞
相
の
職
を
辞
す
る
も
文
帝
二
年
（
前
一
七

八
）
一
一
月
に
は
再
び
丞
相
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
周
勃
は
高
祖
期
か

ら
文
帝
初
期
の
漢
朝
政
治
に
あ
っ
て
高
祖
功
臣
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た
。
し

か
し
文
帝
と
の
政
争
に
敗
れ
、
文
帝
三
年
一
一
月
の
第
二
回
列
侯
就
国
令
に
際

し
て
丞
相
を
罷
免
さ
れ
て
就
国
を
命
じ
ら
れ
、
中
央
政
界
か
ら
の
退
場
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
周
勃
は
文
帝
一
一
年
（
前
一
六
九
）
に
没
し
、
子
の
周
勝
之
が

絳
侯
を
継
承
し
た
。
周
勝
之
は
文
帝
後
二
年
（
前
一
六
二
）
に
罪
に
よ
り
国
除

と
さ
れ
た
。

　
周
亜
夫
は
文
帝
期
に
河
内
守
に
任
じ
ら
れ
、
文
帝
後
二
年
に
兄
周
勝
之
が
国

除
と
な
る
と
、
文
帝
後
三
年
（
前
一
六
一
）
に
紹
封
に
よ
り
脩
侯
と
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
文
帝
後
六
年
（
前
一
五
八
）
に
匈
奴
が
侵
攻
し
た
際
、
周
亜
夫
は
将

軍
と
し
て
従
軍
し
、
文
帝
に
そ
の
資
質
を
評
価
さ
れ
て
中
尉
に
任
じ
ら
れ
た
。

文
帝
は
死
の
直
前
に
皇
太
子
劉
啓
（
景
帝
）
に
対
し
て
変
事
が
あ
れ
ば
周
亜
夫

に
兵
権
を
委
ね
る
よ
う
述
べ
、
文
帝
後
七
年
（
前
一
五
七
）
に
文
帝
が
没
し
た

際
に
は
車
騎
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
周
亜
夫
は
文
帝
の
信
任
の
厚

い
人
物
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
景
帝
三
年
に
呉
楚
七
国
の
乱
が
起
こ
る
と
、
周
亜
夫
は
景
帝
か
ら
太

尉
に
任
じ
ら
れ
て
反
乱
の
鎮
圧
に
活
躍
し
た
。
そ
の
後
も
太
尉
の
職
に
あ
り
、

景
帝
七
年
（
前
一
五
〇
）
二
月
に
は
丞
相
に
任
じ
ら
れ
た
。『
史
記
』
絳
侯
周

勃
世
家
や
『
漢
書
』
周
勃
伝
附
周
亜
夫
伝
に
は
、
周
亜
夫
の
丞
相
就
任
に
続
け

て
、
景
帝
が
周
亜
夫
を
重
ん
じ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
景
帝
七
年
二
月
の
丞
相
就
任
の
前
後
よ
り
、
景
帝
と
周
亜
夫
の
間
に
は
対
立

が
生
じ
て
い
た
。
次
に
こ
の
対
立
の
過
程
を
確
認
し
た
い
。

②
景
帝
と
周
亜
夫
の
対
立

　
上
述
の
よ
う
に
周
亜
夫
は
景
帝
三
年
の
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
太
尉
に
任

じ
ら
れ
、
乱
後
も
太
尉
の
職
に
あ
っ
た
。
太
尉
は
軍
事
の
最
高
職
で
あ
り
、
常

置
の
官
で
は
な
い
。
周
亜
夫
が
乱
後
も
こ
の
職
に
あ
っ
た
の
は
彼
の
権
勢
の
た

め
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
は
周
亜
夫
は
高
祖
功
臣
の
中
心
的
な

位
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
呉
楚
七
国
の
乱
前
後
の
景
帝
と
周
亜
夫
の
関
係
は
史
料
上
に
は
見
え

な
い
。
し
か
し
景
帝
七
年
の
栗
太
子
劉
栄
の
廃
位
に
際
し
て
、
景
帝
と
周
亜
夫

は
対
立
し
た
。

　
劉
栄
は
栗
姫
の
子
で
あ
り
、
景
帝
の
長
子
に
あ
た
り
、
景
帝
四
年
（
前
一
五

三
）
四
月
己
巳
に
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
母
の
栗
姫
が
景
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帝
の
姉
長
公
主
嫖
の
怒
り
を
買
い
、
長
公
主
嫖
が
景
帝
に
栗
姫
を
誹
っ
た
こ
と

に
よ
り
、
栗
姫
は
景
帝
の
寵
愛
を
失
い
、
劉
栄
は
皇
太
子
よ
り
廃
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
劉
栄
の
廃
太
子
は
景
帝
七
年
冬
も
し
く
は
正
月
に
行
わ
れ
た）

21
（

。
こ

の
と
き
の
周
亜
夫
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
絳
侯
周
勃
世
家
に
、

景
帝
栗
太
子
を
廢
せ
ん
と
欲
し
、
丞
相
固
く
之
を
爭
ふ
も
、
得
ず
。
景
帝

此
に
由
り
之
を
疏
ん
ず
。
而
し
て
梁
孝
王
朝
す
る
毎
に
、
常
に
太
后
と
條

侯
の
短
を
言
ふ）

22
（

。

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
周
亜
夫
は
廃
太
子
に
強
く
反
対
し
、
そ
の
た
め

に
景
帝
に
疎
ま
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
景
帝
の
母
竇
太
后
と
景
帝
の
弟
梁
王

劉
武
に
よ
っ
て
景
帝
に
対
し
て
讒
言
さ
れ
た）

23
（

。
劉
栄
の
廃
太
子
以
前
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
景
帝
七
年
の
廃
太
子
以
降
、
景
帝
と
周
亜
夫

の
関
係
は
緊
張
し
た
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
廃
太
子
の
後
に
行
わ
れ
た

周
亜
夫
の
丞
相
任
命
は
昇
進
と
も
言
え
る
が
、
一
方
で
太
尉
の
職
を
解
か
れ
る

こ
と
で
兵
権
を
奪
わ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
関
係

が
た
だ
ち
に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
す
な
わ

ち
『
史
記
』
絳
侯
周
勃
世
家
に
は
、

五
歲
、
遷
り
て
丞
相
と
爲
り
、
景
帝
甚
だ
之
を
重
ん
ず）

24
（

。

と
あ
り
、
さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
景
帝
は
王
信
封
侯
の
是
非
を
周
亜
夫
に
問

う
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
対
立
は
そ
の
後
も
続
く
こ
と
と
な
る
。『
史
記
』
絳

侯
周
勃
世
家
は
劉
栄
の
廃
太
子
に
続
け
て
、
王
信
の
封
侯
を
巡
る
問
題
を
記
す
。

竇
太
后
曰
く
、「
皇
后
の
兄
王
信
侯
と
す
べ
き
な
り
。」
と
。
景
帝
讓
り
て

曰
く
、「
始
め
南
皮
・
章
武
侯
先
帝
侯
と
せ
ず
、
臣
卽
位
す
る
に
及
び
て

乃
ち
之
を
侯
と
す
。
信
未
だ
封
ぜ
ら
る
る
を
得
ざ
る
な
り
。」
と
。
竇
太

后
曰
く
、「
人
主
各
々
時
を
以
て
行
ふ
の
み
。
竇
長
君
在
り
し
時
よ
り
、

竟
に
侯
と
せ
ら
る
る
を
得
ず
、
死
後
乃
ち
其
の
子
彭
祖
顧
み
ら
れ
て
侯
と

せ
ら
る
る
を
得
。
吾
甚
だ
之
を
恨
む
。
帝
趣
や
か
に
信
を
侯
と
せ
よ
。」

と
。
景
帝
曰
く
、「
請
ふ
丞
相
と
之
を
議
る
を
得
ん
。」
と
。
丞
相
之
を
議

り
、
亞
夫
曰
く
、「
高
皇
帝
の
約
に
『
劉
氏
に
非
ざ
れ
ば
王
と
す
る
を
得

ず
、
功
有
る
に
非
ざ
れ
ば
侯
と
す
る
を
得
ず
。
約
の
如
く
な
ら
ざ
れ
ば
、

天
下
共
に
之
を
擊
て
』
と
。
今
信
皇
后
の
兄
と
雖
も
、
功
無
し
、
之
を
侯

と
す
る
は
、
約
に
非
ざ
る
な
り
。」
と
。
景
帝
默
然
と
し
て
止
む）

25
（

。

　
こ
の
問
題
は
、
竇
太
后
が
王
皇
后
の
兄
王
信
の
封
侯
を
景
帝
に
求
め
た
こ
と

に
始
ま
る
。
景
帝
は
竇
太
后
の
強
い
求
め
を
受
け
て
周
亜
夫
に
諮
る
が
、
周
亜

夫
が
「
白
馬
の
盟
」
を
挙
げ
て
反
対
し
た
た
め
、
封
侯
を
断
念
し
た
。

　
白
馬
の
盟
は
、
高
祖
と
列
侯
が
取
り
交
わ
し
た
盟
約
で
あ
り
、
功
績
の
な
い

者
を
列
侯
に
封
建
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る）

26
（

。
そ
し
て
こ
の
盟
は
恵
帝
以
後

の
皇
帝
と
高
祖
期
の
列
侯
の
爵
位
継
承
者
を
も
当
事
者
と
し
て
彼
ら
を
拘
束
し
、

ま
た
こ
の
盟
に
基
づ
く
主
張
を
認
め
た
。
た
だ
し
、
白
馬
の
盟
は
あ
く
ま
で
盟

約
で
あ
り
、
功
績
の
な
い
者
の
封
侯
を
常
に
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
高
后
期
に
は
呂
后
に
よ
っ
て
功
績
の
な
い
呂
氏
一
族
が
列
侯
に
封
建
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
は
皇
帝
と
高
祖
期
に
封
建
さ
れ
た
列
侯
や
そ
の
子
孫
の
政
治

的
関
係
が
白
馬
の
盟
の
有
効
性
を
左
右
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
王
信
封
侯
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
王
皇
后
の
兄
王
信
に
つ
い
て
は
史
料

上
に
功
績
を
挙
げ
た
こ
と
は
見
え
な
い
。
実
際
に
封
侯
さ
れ
る
ほ
ど
の
功
績
は

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
周
亜
夫
は
白
馬
の
盟
を
挙
げ
て
封
侯
に
反
対

し
、
景
帝
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
景
帝

が
白
馬
の
盟
に
従
っ
て
王
信
の
封
侯
を
断
念
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
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景
帝
は
周
亜
夫
ら
列
侯
の
勢
力
を
無
視
で
き
ず
、
周
亜
夫
を
中
心
と
す
る
高
祖

功
臣
勢
力
が
い
ま
だ
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
そ
の
後
、
両
者
は
景
帝
中
三
年
（
前
一
四
七
）、
匈
奴
降
者
の
封
侯
を
巡
っ

て
対
立
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
史
記
』
絳
侯
周
勃
世
家
に
は
次
の
よ
う
に
見

え
る
。其

の
後
匈
奴
王
唯
徐
盧
等
五
人
降
り
、
景
帝
之
を
侯
と
し
て
以
て
後
を
勸

め
ん
と
欲
す
。
丞
相
亞
夫
曰
く
、「
彼
其
の
主
に
背
き
て
陛
下
に
降
る
、

陛
下
之
を
侯
と
す
れ
ば
、
則
ち
何
を
以
て
か
人
臣
の
節
を
守
ら
ざ
る
者
を

責
め
ん
。」
と
。
景
帝
曰
く
、「
丞
相
の
議
用
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
。
乃
ち

悉
く
唯
徐
盧
等
を
封
じ
て
列
侯
と
爲
す
。
亞
夫
因
り
て
病
を
謝
す
。
景
帝

中
三
年
、
病
を
以
て
相
を
免
ぜ
ら
る）

27
（

。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
景
帝
は
匈
奴
か
ら
の
降
者
を
列
侯
に
封
建
し
よ
う
と
し
た

が
、
周
亜
夫
は
彼
ら
が
匈
奴
単
于
に
背
い
て
漢
に
降
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
反
対

し
た
。
し
か
し
景
帝
は
封
侯
を
強
行
し
、
周
亜
夫
は
病
気
を
理
由
に
丞
相
を
罷

免
さ
れ
た
。

　
先
に
見
た
王
信
封
侯
を
巡
る
景
帝
と
周
亜
夫
の
対
立
で
は
、
景
帝
は
周
亜
夫

の
反
対
に
よ
っ
て
封
侯
を
断
念
し
た
。
し
か
し
景
帝
中
三
年
の
匈
奴
降
者
の
封

侯
は
周
亜
夫
の
反
対
を
受
け
な
が
ら
も
実
行
さ
れ
た
。
右
に
挙
げ
た
『
史
記
』

絳
侯
周
勃
世
家
に
よ
る
と
、
周
亜
夫
は
前
者
の
場
合
に
は
白
馬
の
盟
を
理
由
と

し
て
挙
げ
た
が
、
後
者
の
場
合
は
匈
奴
降
者
が
節
を
守
ら
な
い
様
を
挙
げ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
景
帝
中
三
年
の
匈
奴
降
者
封
侯
の
際
に
も
周
亜
夫
は
白
馬

の
盟
を
理
由
と
し
て
反
対
し
て
い
た
。『
漢
書
』
巻
一
七
景
武
昭
宣
元
成
功
臣

表
序
に
は
、「
故
に
孝
景
に
至
り
て
始
め
て
降
者
を
侯
と
せ
ん
と
欲
し
、
丞
相

周
亞
夫
約
を
守
り
て
爭
ふ）

28
（

。」
と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
周
亜
夫
は
「
約
を
守
り

て
爭
」
っ
て
お
り
、
こ
の
「
約
」
と
は
白
馬
の
盟
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
白
馬
の
盟
は
功
績
の
な
い
者
の
封
侯
を
制
限
し
て
い
た
。

　
こ
こ
で
高
祖
期
に
お
け
る
投
降
者
の
処
遇
を
見
た
い
。
楯
身
智
志
氏
は
、
楚

漢
戦
争
期
に
は
軍
勢
・
民
衆
を
率
い
て
投
降
し
た
者
に
は
、「
卿
」
に
相
当
す

る
爵
位
が
与
え
ら
れ
た
と
す
る
が
、
卿
は
左
庶
長
（
第
一
〇
級
）
か
ら
大
庶
長

（
第
一
八
級
）
に
あ
た
る）

29
（

。
つ
ま
り
楯
身
氏
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
楚
漢
戦
争
期

に
は
漢
へ
の
投
降
の
功
績
は
列
侯
へ
の
封
建
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
次
に
漢
帝
国
成
立
後
の
論
功
行
賞
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
高
祖
期
に
封
建
さ

れ
た
列
侯
の
う
ち
、
投
降
の
み
を
功
績
と
し
て
封
建
さ
れ
た
と
考
え
う
る
の
は

平
皋
侯
劉
它
と
新
陽
侯
呂
青
の
み
で
あ
る）

30
（

。
つ
ま
り
高
祖
期
に
は
一
三
七
名
の

列
侯
が
封
建
さ
れ
た
が
、
投
降
を
功
績
と
し
て
封
建
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
に
二

名
に
す
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
、
漢
帝
国
成
立
後
の
論
功
行
賞
に
お
い
て
も
投
降
に

よ
っ
て
列
侯
に
封
建
さ
れ
る
こ
と
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

　
右
の
点
よ
り
、
高
祖
と
列
侯
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
白
馬
の
盟
の
も
と
で
は
、

匈
奴
降
者
は
功
績
の
点
か
ら
列
侯
に
封
建
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
推
測
を
是
と
す
る
な
ら
ば
、
周
亜
夫
は
初
め
白
馬
の
盟
を
根
拠
に
匈
奴
降

者
の
封
侯
に
反
対
し
た
が
、
景
帝
に
封
侯
を
断
念
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
た
め
に
、
彼
ら
が
節
に
反
し
た
点
を
挙
げ
て
反
対
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
そ
し
て
景
帝
が
周
亜
夫
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
匈
奴
降
者
の
封
侯
を
実
現

し
た
こ
と
に
よ
り
、
降
者
の
封
侯
が
そ
の
後
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

『
漢
書
』
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
序
に
「
帝
其
の
議
を
黜
け
、
初
め
て
封
賞
の

科
を
開
く）

31
（

。」
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
白

馬
の
盟
が
効
力
を
失
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
高
祖
功

臣
の
中
心
は
列
侯
で
あ
り
、
列
侯
は
時
と
し
て
白
馬
の
盟
に
基
づ
い
て
皇
帝
権
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力
に
対
抗
し
た
。
こ
の
白
馬
の
盟
が
効
力
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
列
侯
を

中
心
と
し
た
高
祖
功
臣
の
勢
力
喪
失
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
高
祖
功

臣
は
勢
力
を
失
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
高
祖
功
臣
衰
退
の
背
景
を
高
祖
系

列
侯
の
紹
封
・
復
封
か
ら
考
え
た
い
。

︵
二
︶
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
の
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封

　
先
述
の
よ
う
に
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
に
は
紹
封
一
〇
件
、
復
封
六

件
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
景
帝
と
周
亜
夫
が
対
立
し
て
い
た
時
期
に
あ
た

り
、
さ
ら
に
景
帝
後
元
年
に
は
周
亜
夫
が
罪
を
問
わ
れ
て
獄
死
し
た
。
こ
の
時

期
に
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
紹
封
・
復
封
が
行
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

　
景
帝
と
周
亜
夫
の
対
立
と
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
紹
封
と
復
封
は
景
帝

が
権
力
基
盤
を
確
立
し
、
周
亜
夫
を
失
脚
さ
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
言
え
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
景
帝
は
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
に
か
け
て
紹
封
・
復

封
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
を
支
持
す
る
列
侯
を
増
し
た
の
で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
列
侯
は
無
官
で
あ
っ
て
も
一
定
の
政
治
的
発
言
力
を
有
し
、

し
か
も
当
該
期
に
紹
封
・
復
封
さ
れ
た
列
侯
は
す
べ
て
高
祖
期
に
封
建
さ
れ
た

列
侯
│
│
白
馬
の
盟
の
当
事
者
│
│
の
子
孫
で
あ
る
。
つ
ま
り
景
帝
は
自
ら
の

支
持
者
を
紹
封
・
復
封
に
よ
り
列
侯
と
し
、
も
し
く
は
紹
封
・
復
封
と
い
う
皇

帝
の
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
象
者
を
自
ら
の
支
持
者
と
し
た
。

そ
し
て
彼
ら
の
政
治
的
発
言
力
を
利
用
す
る
こ
と
で
周
亜
夫
に
対
抗
し
よ
う
と

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
白
馬
の
盟
の
当
事
者
の
う
ち
に
支
持
者
を
増
加
さ
せ
る

こ
と
で
、
白
馬
の
盟
に
違
反
す
る
封
侯
を
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
牧
野
巽
氏

は
紹
封
に
つ
い
て
「
例
外
的
・
恩
恵
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
が）

32
（

、
景
帝
は

ま
さ
に
紹
封
の
そ
の
意
味
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
楯
身
智
志
氏
は
景
帝
期
の
紹
封
・
復
封
に
つ
い
て
、
景
帝
七
年
の

栗
太
子
劉
栄
の
廃
太
子
と
劉
徹
（
武
帝
）
の
立
太
子
に
関
係
す
る
と
述
べ
る）

33
（

。

す
な
わ
ち
、
当
時
に
お
い
て
は
皇
帝
・
諸
侯
王
・
列
侯
が
そ
の
地
位
を
子
孫
へ

継
承
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
「
天
下
之
大
義
」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
景
帝
が
劉

栄
を
皇
太
子
よ
り
廃
し
、
膠
東
王
で
あ
っ
た
劉
徹
を
皇
太
子
に
立
て
る
こ
と
で

膠
東
王
国
を
断
絶
さ
せ
る
こ
と
は
、「
天
下
之
大
義
」
に
違
反
す
る
行
為
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
景
帝
は
紹
封
・
復
封
に
よ
っ
て
断
絶
し
た
列
侯
の
家
を
存
続
さ

せ
る
こ
と
で
、
劉
徹
立
太
子
を
正
当
化
し
、
賛
同
を
得
よ
う
と
し
た
、
と
解
し

て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
成
帝
期
の
劉
欣
（
哀
帝
）
の
立
太
子
や
平
帝
期
の
王
莽

に
よ
る
平
帝
の
帝
位
継
承
の
正
当
化
と
関
連
づ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
楯
身

氏
の
考
察
の
う
ち
、
成
帝
期
や
平
帝
期
に
関
す
る
も
の
は
本
稿
の
課
題
で
は
な

い
た
め
措
く
と
し
て
、
景
帝
期
に
行
わ
れ
た
列
侯
の
紹
封
・
復
封
は
は
た
し
て

氏
の
述
べ
る
よ
う
に
「
天
下
之
大
義
」
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
筆
者
は
、
景
帝
期
に
お
け
る
列
侯
の
紹
封
・
復
封
は
「
天
下
之
大
義
」
と
い

う
象
徴
的
な
意
味
で
は
な
く
、
先
述
の
よ
う
な
具
体
的
な
政
争
の
た
め
、
す
な

わ
ち
景
帝
が
周
亜
夫
と
の
政
争
に
お
い
て
自
ら
の
支
持
者
を
増
や
す
た
め
に
行

っ
た
と
考
え
る
。
李
開
元
氏
は
、
景
帝
中
三
年
の
匈
奴
降
者
の
封
侯
に
際
し
て
、

周
亜
夫
は
「
軍
功
受
益
階
層
」
を
背
景
と
し
て
景
帝
と
争
う
こ
と
が
で
き
ず
、

個
人
の
政
治
力
に
よ
っ
て
景
帝
に
対
抗
し
た
と
述
べ
る）

34
（

。
周
亜
夫
が
個
人
の
政

治
力
に
よ
っ
て
景
帝
に
対
抗
し
た
と
い
う
李
氏
の
見
解
は
首
肯
で
き
る
。
し
か

し
氏
は
軍
功
受
益
階
層
の
勢
力
を
背
景
と
で
き
な
か
っ
た
理
由
を
軍
功
受
益
階

層
の
勢
力
衰
退
に
求
め
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
高
祖
系
列
侯
の
周
亜
夫
か
ら

の
離
反
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
白
馬
の
盟
は
法
令
の
類
で
は
な
く
、
高

祖
と
列
侯
が
交
わ
し
た
盟
約
で
あ
る
。
高
后
期
の
呂
氏
の
諸
侯
王
・
列
侯
へ
の
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封
建
の
よ
う
に
、
白
馬
の
盟
に
違
反
し
た
異
姓
の
諸
侯
王
や
功
績
の
な
い
列
侯

の
封
建
が
容
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
景
帝
は
紹
封
・
復
封
に
よ
り
高
祖
系

列
侯
の
う
ち
に
支
持
者
を
増
や
し
、
彼
ら
を
周
亜
夫
か
ら
離
反
さ
せ
、
白
馬
の

盟
に
違
反
す
る
封
侯
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
楯
身
氏
は
「
天
下
之
大
義
」
の
尊
重
を
示
す
た
め
に
景
帝
が
列
侯

の
紹
封
・
復
封
を
行
っ
た
と
す
る
が
、
景
帝
は
こ
の
時
期
に
多
く
の
列
侯
を
国

除
と
し
て
い
る）

35
（

。
劉
栄
の
廃
太
子
と
劉
徹
立
太
子
に
よ
る
膠
東
王
国
断
絶
が

「
天
下
之
大
義
」
に
反
し
、
そ
れ
へ
の
不
満
を
抑
え
る
た
め
に
列
侯
の
紹
封
・

復
封
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
列
侯
の
国
除
が
控
え
ら
れ
そ

う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
に
紹
封
・
復
封
さ

れ
た
列
侯
の
う
ち
、
周
亜
夫
の
国
除
後
に
紹
封
を
許
さ
れ
た
平
曲
侯
周
堅
を
除

い
て
も
、
紹
封
の
六
名
と
復
封
の
四
名
は
劉
栄
廃
太
子
が
行
わ
れ
た
景
帝
七
年

か
ら
景
帝
中
六
年
（
前
一
四
四
）
に
か
け
て
国
除
さ
れ
、
そ
の
後
に
紹
封
・
復

封
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
景
帝
と
周
亜
夫
の
政
争
が
激
化
し
た
後
に
、
景
帝
は

多
く
の
列
侯
を
国
除
と
し
、
ま
た
紹
封
・
復
封
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

紹
封
に
よ
っ
て
自
ら
を
支
持
す
る
者
に
高
祖
系
列
侯
の
爵
位
を
継
承
さ
せ
、
ま

た
列
侯
爵
を
再
び
賜
与
す
る
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
で
自
ら
の
支
持
者
を
増
そ
う

と
い
う
景
帝
の
政
策
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年
に
行
わ
れ
た
紹
封
・
復

封
が
景
帝
に
よ
る
権
力
拡
大
の
た
め
の
政
策
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
周
亜

夫
は
権
力
を
喪
失
し
て
失
脚
し
、
白
馬
の
盟
も
有
名
無
実
と
化
し
た
こ
と
が
明

ら
か
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
次
に
視
点
を
転
じ
て
、
将
軍
職
任
用
の
変
化
か
ら

高
祖
系
列
侯
の
勢
力
喪
失
を
確
認
し
た
い
。

四
　
将
軍
職
任
用
よ
り
見
る
高
祖
系
列
侯
の
衰
退

　
先
述
の
よ
う
に
、
李
開
元
氏
は
三
公
九
卿
や
郡
国
の
守
相
の
任
用
か
ら
軍
功

受
益
階
層
の
衰
退
を
明
ら
か
に
し
た
。
太
尉
の
よ
う
に
軍
職
も
含
ま
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
基
本
的
に
行
政
官
で
あ
る
。

　
一
方
、
列
侯
は
爵
位
で
あ
る
が
、
武
官
に
連
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

『
史
記
』
巻
九
九
叔
孫
通
列
伝
に
は
高
祖
期
に
叔
孫
通
の
定
め
た
儀
礼
が
見
え

る
。

功
臣
列
侯
諸
將
軍
軍
吏
次
を
以
て
西
方
に
陳
び
て
、
東
鄕
し
、
文
官
丞
相

以
下
東
方
に
陳
び
て
、
西
鄕
す）

36
（

。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
群
臣
が
皇
帝
に
謁
見
す
る
際
、
武
官
は
西
方
に
並
ん
で
東
を

向
き
、
文
官
は
東
方
に
並
ん
で
西
を
向
い
た
が
、
列
侯
は
武
官
の
列
に
あ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
『
史
記
』・『
漢
書
』
の
列
侯
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
漢
初
の
列

侯
に
は
高
祖
に
従
っ
て
軍
功
を
挙
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
封
建
さ
れ
た
者
が
多
い
。

ま
た
『
史
記
』
巻
五
三
蕭
相
国
世
家
に
は
、
高
祖
が
蕭
何
を
酇
侯
に
封
建
し
、

位
次
第
一
位
と
し
た
際
の
功
臣
と
の
や
り
取
り
が
記
さ
れ
て
い
る）

37
（

。
こ
こ
か
ら

は
功
臣
た
ち
が
軍
功
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は

封
建
さ
れ
た
後
も
高
祖
の
も
と
で
各
地
の
反
乱
平
定
や
匈
奴
と
の
戦
い
に
従
事

し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
高
祖
期
に
は
軍
事
を
担
っ
た
高
祖
系
列
侯
で
あ
る
が
、
こ
う
し

た
状
況
は
高
祖
の
死
後
も
継
続
し
た
。
表
四
は
、
恵
帝
期
か
ら
武
帝
期
に
お
け

る
高
祖
系
列
侯
の
将
軍
任
命
事
例
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る）

38
（

。

　
こ
の
表
に
挙
げ
ら
れ
た
事
例
の
う
ち
、
恵
帝
期
に
任
じ
ら
れ
た
上
将
軍
樊
噲

と
高
后
期
に
任
じ
ら
れ
た
大
将
軍
劉
沢
は
太
尉
に
代
わ
る
軍
事
の
最
高
職
と
し
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表 4　高祖系列侯の将軍任命事例

No. 姓名 将軍号 封号・官職 時期 備考
1 樊噲 上将軍 舞陽侯 恵帝期
2 劉沢 大将軍 営陵侯 高后期

3 周竈 ─ 隆慮侯 高后 8 年（前 180） 高后 7 年 9 月の南越侵攻に対して、
南越を攻撃させる。

4 灌嬰 大将軍 潁陰侯 高后 8 年（前 180）7 月 斉王劉襄の出兵を受けて派遣。

5

陳武 大将軍 棘蒲侯

文帝 3 年（前 177）7 月 済北王劉興居の反乱を受けて派遣。
繒賀 ─ 祁侯
盧卿 ─ 昌侯
盧罷師 ─ 甯侯
趙将夜 ─ ─

6 張説 ─ 安丘侯 文帝 4 年（前 176） 胡を攻撃。

7

盧卿 上郡将軍 昌侯

文帝 14 年（前 166） 匈奴の北辺侵攻を受けて派遣。

周竈 隴西将軍 隆慮侯
魏遬 北地将軍 甯侯
周舎 衛将軍 中尉
張武 車騎将軍 郎中令
張相如 大将軍 東陽侯
董赤 前将軍 成侯
欒布 ─ ─

8

勉 車騎将軍 中大夫令

文帝後 6 年（前 158） 匈奴の北辺侵攻を受けて派遣。

蘇意 ─ 楚相
張武 ─ 郎中令
周亜夫 ─ 脩侯・河内守
劉礼 ─ 宗正
徐悼 ─ 松茲侯

9

周亜夫 車騎将軍 脩侯・中尉
文帝後 7 年（前 157） 文帝埋葬のため。張武 復土将軍 郎中令

徐悼 将屯将軍 属国

10

竇嬰 大将軍 ─

景帝 3 年（前 154）正月 呉楚七国の乱。
酈寄 ─ 曲周侯
欒布 ─ ─
灌何 ─ 潁陰侯

11

衛青 大将軍 長平侯

元狩 4 年（前 119）夏 匈奴を攻撃。
李広 前将軍 郎中令
公孫賀 左将軍 太僕
趙食其 右将軍 主爵都尉
曹襄 後将軍 平陽侯

※　「姓名」の網掛は高祖系列侯であることを示す。
※　「将軍号」・「封号・官職」の「─」は将軍号や封号・官職が不明であることを示す。
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て
置
か
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）

39
（

。
こ
の
他
の
事
例
は
反
乱
や
周
辺
民
族
と

の
戦
い
に
際
し
て
臨
時
に
任
命
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
表
四
で
は
恵
帝
期
や
高
后
期
の
事
例
は
少
な
い
が
、
こ
れ
は
『
史

記
』
巻
九
呂
太
后
本
紀
太
史
公
曰
に
、

孝
惠
皇
帝
・
高
后
の
時
、
黎
民
戰
國
の
苦
し
み
を
離
る
る
を
得
、
君
臣
俱

に
無
爲
に
休
息
せ
ん
と
欲
し
、
故
に
惠
帝
垂
拱
し
、
高
后
女
主
に
し
て
稱

制
し
、
政
は
房
戸
を
出
で
ず
、
天
下
晏
然
た
り
。
刑
罰
用
ふ
る
こ
と
罕
に
、

罪
人
是
れ
希
な
り
。
民
稼
穡
に
務
め
、
衣
食
滋
々
殖
す）

40
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
該
期
が
比
較
的
安
定
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ

た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　
文
帝
期
か
ら
景
帝
初
期
ま
で
は
比
較
的
多
く
の
事
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

ら
は
済
北
王
劉
興
居
の
反
乱
や
呉
楚
七
国
の
乱
、
匈
奴
の
侵
攻
な
ど
、
漢
朝
に

と
っ
て
重
要
な
事
件
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
景
帝
期
半
ば
以
降
に

は
高
祖
系
列
侯
は
ほ
と
ん
ど
将
軍
に
任
命
さ
れ
な
く
な
る
。
わ
ず
か
に
平
陽
侯

曹
襄
が
武
帝
期
の
対
匈
奴
戦
争
に
お
い
て
任
命
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
高
祖
系
列
侯
の
将
軍
職
へ
の
任
用
の
変
化
は
、
李
開
元
氏
が
指
摘

し
た
三
公
九
卿
や
郡
国
の
守
相
へ
の
軍
功
受
益
階
層
の
任
用
の
変
化
と
軌
を
同

じ
く
し
て
い
る
と
言
え
る
。
李
氏
は
三
公
九
卿
や
郡
国
の
守
相
の
任
用
を
分
析

し
て
、
軍
功
受
益
階
層
は
文
帝
期
に
は
い
ま
だ
政
治
的
に
枢
要
な
地
位
を
占
め

て
い
た
が
、
そ
の
頃
よ
り
衰
退
も
始
ま
っ
て
お
り
、
景
帝
期
に
は
勢
力
を
失
っ

た
と
述
べ
る
が）

41
（

、
同
様
の
衰
退
が
将
軍
職
の
任
用
に
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
列
侯
は
武
官
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
う
し
た
将
軍
職

任
用
の
変
化
は
、
高
祖
系
列
侯
の
衰
退
を
明
瞭
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
無
論
、

彼
ら
が
将
軍
以
下
の
軍
吏
に
も
任
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
想
定
で
き

る
。
し
か
し
前
漢
前
期
の
将
軍
は
大
き
な
権
限
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
臨
時
に

し
か
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り）

42
（

、
そ
う
し
た
軍
事
の
要
職
か
ら
の
排
除
は
、

高
祖
系
列
侯
の
衰
退
の
証
左
と
な
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
高
祖
系
列
侯
が
将
軍
職
よ
り
排
除
さ
れ
た
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う

な
背
景
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
呉
楚
七
国
の
乱
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
呉
楚
七
国
の
乱
は
呉
王
劉
濞
を
中
心
と
し
た
諸
侯
王
が
起
こ
し

た
反
乱
で
あ
り
、
諸
侯
王
国
の
削
地
を
進
め
た

錯
の
排
除
を
名
目
に
掲
げ
な

が
ら
も
、
実
際
に
は
漢
朝
と
諸
侯
王
の
争
い
で
あ
る
。
反
乱
を
起
こ
し
た
七
国

は
景
帝
が

錯
を
処
刑
し
た
後
も
兵
を
納
め
ず
、
反
乱
を
継
続
し
た
。
す
な
わ

ち
彼
ら
の
目
的
は
景
帝
政
権
の
打
倒
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱
に
際
し
て
、
周
亜

夫
ら
は
景
帝
の
命
令
に
よ
り
兵
を
率
い
て
七
国
と
戦
っ
た
が
、
高
祖
系
列
侯
の

な
か
に
は
七
国
に
味
方
し
た
者
も
い
た）

43
（

。
こ
れ
は
景
帝
に
高
祖
系
列
侯
に
対
す

る
疑
念
を
抱
か
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
高
祖
系
列
侯
は
呂
氏
を
打
倒

す
る
な
ど
漢
朝
を
支
え
て
き
た
が
、
呉
楚
七
国
の
乱
で
は
反
乱
に
与
し
た
者
も

存
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
大
庭
脩
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
前
漢
の
将
軍
は
大
き
な
権
限
と
独
立
性
を

有
し
た）

44
（

。『
史
記
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家
に
は
、
周
亜
夫
が
将
軍
に
任
命
さ

れ
た
際
に
、
文
帝
の
慰
問
に
際
し
て
も
軍
令
を
曲
げ
ず
、
文
帝
に
そ
の
振
る
舞

い
を
賞
賛
さ
れ
た
逸
話
が
見
え
る
。
ま
た
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
周
亜
夫
は

出
陣
後
、
呉
軍
に
攻
め
ら
れ
た
梁
の
救
援
の
要
請
に
応
じ
ず
、
さ
ら
に
梁
の
要

請
を
受
け
た
景
帝
か
ら
の
梁
救
援
の
命
令
に
も
従
わ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
ま

さ
に
将
軍
の
独
立
性
と
権
限
の
大
き
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
将

軍
が
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
の
で
は
な
く
、
反
対
に
周
亜
夫
の
よ
う
に
振
る

舞
う
者
が
少
数
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
文
帝
は
周
亜
夫
を
賞
賛
し
た
と
言
え
る
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が
、
こ
の
よ
う
に
独
立
性
と
権
限
を
有
す
る
職
に
自
ら
に
反
し
う
る
者
を
任
命

す
る
こ
と
は
大
き
な
危
険
を
伴
う
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
先
に
見
た
よ
う
に
呉
楚
七
国
の
乱
後
、
劉
栄
の
廃
太
子
や
外
戚
・
匈

奴
降
者
の
封
侯
を
巡
っ
て
、
景
帝
と
高
祖
系
列
侯
の
周
亜
夫
は
対
立
し
た
。
こ

の
よ
う
な
政
治
状
況
の
も
と
で
景
帝
は
、
自
ら
と
対
立
し
う
る
高
祖
系
列
侯
を

将
軍
に
任
命
し
て
兵
権
を
与
え
る
こ
と
を
避
け
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
景
帝
七
年
に
周
亜
夫
が
太
尉
よ
り
丞
相
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、

や
は
り
彼
を
尊
重
し
た
結
果
で
は
な
く
、
彼
の
軍
事
的
な
権
限
を
奪
う
目
的
で

行
わ
れ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
、
高
祖
系
列
侯
の
将
軍
職
か
ら
の
排
除
の
背
景
に
は
、
高
祖
系
列
侯
自

身
の
変
化
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
高
祖
系
列
侯
の
始
封
者
の
多
く
は
高
祖

と
と
も
に
戦
い
、
軍
功
に
よ
っ
て
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
。
つ
ま
り
軍
事
的
に
多

く
の
経
験
を
有
す
る
者
た
ち
で
あ
る
。
ゆ
え
に
彼
ら
は
呂
氏
の
打
倒
や
反
乱
の

平
定
な
ど
に
活
躍
し
た
。
し
か
し
景
帝
期
に
は
始
封
者
の
多
く
は
す
で
に
没
し
、

子
や
孫
の
世
代
に
な
り
、
軍
事
的
経
験
に
乏
し
い
者
た
ち
が
多
く
な
っ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
。
一
方
で
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
は
高
祖
功
臣
の
子
孫
で
な

い
者
た
ち
が
列
侯
に
封
建
さ
れ
る
ほ
ど
の
功
績
を
挙
げ
て
い
る）

45
（

。
呉
楚
七
国
の

乱
後
、
諸
侯
王
の
反
乱
の
危
険
性
は
乱
の
平
定
に
よ
っ
て
大
き
く
減
少
し
た
で

あ
ろ
う
が
、
依
然
と
し
て
匈
奴
が
都
長
安
へ
侵
攻
す
る
可
能
性
は
存
在
し
て
い

た
）
46
（

。
し
か
し
高
祖
系
列
侯
が
世
代
交
代
し
た
状
況
下
で
は
、
反
乱
や
匈
奴
の
侵

攻
に
際
し
て
、
高
祖
系
列
侯
に
対
し
て
か
か
る
軍
事
的
貢
献
へ
の
期
待
も
減
少

し
、
そ
う
し
た
期
待
は
新
興
の
軍
吏
層
に
向
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
高
祖
系
列
侯
自
身
も
従
軍
を
望
ま
な
く
な
っ
て
い
た
。
武
帝
期
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書
に
、

齊
相
卜
式
上
書
し
て
曰
く
、「
臣
主
の
憂
ひ
は
臣
の
辱
な
り
と
聞
く
。
南

越
反
す
、
臣
願
は
く
は
父
子
齊
の
船
に
習
ふ
者
と
往
き
て
之
に
死
な
ん
。」

と
。
天
子
詔
を
下
し
て
曰
く
、「
卜
式
躬
ら
耕
牧
す
と
雖
も
、
以
て
利
を

爲
さ
ず
、
餘
有
れ
ば
輒
ち
縣
官
の
用
を
助
く
。
今
天
下
不
幸
に
し
て
急
有

り
、
而
し
て
式
奮
ひ
て
父
子
之
に
死
せ
ん
と
願
ふ
、
未
だ
戰
は
ず
と
雖
も
、

義
は
内
に
形
る
と
謂
ふ
べ
し
。
爵
関
内
侯
・
金
六
十
斤
・
田
十
頃
を
賜

ふ
。」
と
。
天
下
に
布
告
す
る
も
、
天
下
に
應
ふ
る
莫
し
。
列
侯
百
を
以

て
數
ふ
る
も
、
皆
軍
に
從
ひ
て
羌
・
越
を
擊
た
ん
と
求
む
る
莫
し
。
酎
に

至
り
、
少
府
金
を
省
、
而
し
て
列
侯
の
酎
金
に
坐
し
て
侯
を
失
ふ
者
百
餘

人
）
47
（

。

と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
帝
は
羌
や
南
越
の
平
定
に
際
し
て
列
侯
に
対

し
て
従
軍
を
求
め
た
が
、
応
じ
る
列
侯
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
酎
金
律
に

よ
っ
て
多
く
の
列
侯
が
国
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
楯
身
智
志
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
列
侯
に
は
多
く
の
高
祖
系
列
侯
が
含
ま
れ
て

い
た）

48
（

。
こ
れ
は
元
鼎
五
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
か
ら）

49
（

、
景
帝
期
よ
り
時
代
が

下
る
。
し
か
し
世
代
交
代
が
行
わ
れ
る
な
か
で
、
高
祖
系
列
侯
の
軍
事
的
貢
献

へ
の
意
識
が
低
下
し
て
い
た
こ
と
は
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
景
帝
期
に
は
高
祖
系
列
侯
に
対
す
る
軍
事
的
貢
献
へ
の

期
待
も
低
下
し
、
ま
た
高
祖
系
列
侯
自
身
の
軍
事
的
貢
献
へ
の
意
識
も
希
薄
に

な
り
、
さ
ら
に
高
祖
系
列
侯
に
代
わ
っ
て
軍
事
的
な
役
割
を
担
う
人
材
も
現
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
呉
楚
七
国
の
乱
以
降
、
高
祖
系
列
侯
の
将
軍
職
へ
の
任
用

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ま
で
軍
功
受
益
階
層
の
三
公
九
卿
や
郡
国
の
守
相
へ
の
任
用
減
少
や
酷
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吏
の
登
場
な
ど
、
主
に
行
政
の
分
野
の
分
析
か
ら
高
祖
功
臣
勢
力
の
衰
退
が
検

討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
高
祖
功
臣
は
そ
も
そ
も
軍
功
に
よ
っ
て
地
位
を
得
た

者
を
中
心
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
心
で
あ
る
高
祖
系
列
侯
が
天
下
平
定
後
も
軍

事
的
に
貢
献
し
た
こ
と
は
史
料
上
に
散
見
さ
れ
、
列
侯
は
武
官
に
連
な
る
も
の

と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
高
祖
系
列
侯
は
軍
事
的
貢
献
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
り
、
彼
ら
が
そ
の
役
割
を
喪
失
し
、
ま
た
自
ら
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
り
、

彼
ら
は
自
ら
の
存
在
意
義
を
大
き
く
損
な
っ
た
と
と
も
に
、
景
帝
に
と
っ
て
も

彼
ら
に
配
慮
し
て
白
馬
の
盟
に
従
う
必
要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

景
帝
が
白
馬
の
盟
に
違
反
す
る
封
侯
を
行
っ
た
背
景
に
は）

50
（

、
紹
封
・
復
封
に
よ

っ
て
自
ら
を
支
持
す
る
高
祖
系
列
侯
を
増
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
白
馬
の
盟
に

従
っ
て
ま
で
高
祖
系
列
侯
の
軍
事
的
貢
献
を
期
待
す
る
必
要
が
存
在
し
な
く
な

っ
た
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
前
漢
前
期
に
お
け
る
高
祖
系
列
侯
の
勢
力
衰
退
を
紹
封
・
復
封
と

将
軍
職
の
任
用
に
着
目
し
て
検
討
し
た
。
検
討
の
結
果
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な

ら
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

① 

高
祖
系
列
侯
は
文
帝
期
以
降
、
そ
の
数
を
大
き
く
減
じ
て
い
く
が
、
減

少
の
度
合
い
は
文
帝
期
・
景
帝
期
・
武
帝
期
と
降
る
ほ
ど
大
き
く
な
っ

て
い
く
。
し
か
し
単
純
に
減
少
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
紹
封
や
復
封

に
よ
っ
て
国
除
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
が
再
び
置
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

② 

高
祖
系
列
侯
の
紹
封
・
復
封
の
う
ち
、
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後
元
年

の
事
例
は
、
景
帝
が
劉
栄
の
廃
太
子
や
外
戚
・
匈
奴
降
者
の
封
侯
を
巡

っ
て
対
立
し
た
周
亜
夫
と
の
政
争
に
勝
利
す
る
た
め
に
行
っ
た
政
策
で

あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
紹
封
・
復
封
に
よ
っ
て
高
祖
系
列
侯
の
う
ち
に

支
持
者
を
増
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

③ 

高
祖
系
列
侯
は
高
祖
に
よ
る
天
下
平
定
後
も
反
乱
や
匈
奴
の
侵
攻
に
際

し
て
、
し
ば
し
ば
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
軍
事
的
な
役
割
を
担
っ
た
が
、

呉
楚
七
国
の
乱
以
後
に
は
そ
の
役
割
を
失
い
、
ま
た
高
祖
系
列
侯
自
身

も
軍
事
的
貢
献
へ
の
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
高
祖

系
列
侯
は
存
在
意
義
を
失
い
、
白
馬
の
盟
も
そ
の
効
力
を
喪
失
し
た
。

　
筆
者
は
前
稿
に
お
い
て
、
呂
后
が
列
侯
の
封
建
や
様
々
な
列
侯
に
関
連
す
る

政
策
を
実
行
す
る
こ
と
で
、
高
祖
系
列
侯
を
中
心
と
す
る
高
祖
功
臣
の
支
持
の

獲
得
を
図
り
、
自
ら
に
有
利
な
政
治
状
況
の
形
成
に
努
め
た
こ
と
を
述
べ
た）

51
（

。

景
帝
も
ま
た
高
祖
系
列
侯
の
紹
封
や
復
封
に
よ
っ
て
自
ら
の
権
力
を
拡
大
し
た

の
で
あ
る
。

　
景
帝
期
以
降
、
高
祖
系
列
侯
が
勢
力
を
失
い
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消

し
た
こ
と
は
諸
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
政
治
的
意
義
は

完
全
に
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
象
徴
的
な
役
割
は
残
さ
れ
て
い
た
。
景
帝
末

期
以
降
も
高
祖
系
列
侯
か
ら
丞
相
が
任
命
さ
れ
、
武
帝
期
半
ば
ま
で
酇
侯
蕭
何

の
子
孫
の
紹
封
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
皇
帝
が
高
祖
と
と
も
に
天
下
を

平
定
し
た
高
祖
功
臣
の
権
威
を
必
要
と
し
た
た
め
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
高

祖
系
列
侯
が
自
ら
の
政
治
勢
力
に
よ
っ
て
得
た
も
の
で
は
な
い
。『
史
記
』
巻

九
六
張
丞
相
列
伝
に

申
屠
嘉
死
せ
る
よ
り
後
、
景
帝
の
時
開
封
侯
陶
青
・
桃
侯
劉
舍
丞
相
と
爲

る
。
今
上
の
時
に
及
び
、
柏
至
侯
許
昌
・
平
棘
侯
薛
澤
・
武
彊
侯
莊
青

翟
・
高
陵
侯
趙
周
等
丞
相
と
爲
る
。
皆
列
侯
を
以
て
繼
嗣
し
、

廉
謹

な
り
、
丞
相
と
爲
る
も
員
を
備
ふ
る
の
み
、
能
く
發
明
す
る
所
の
功
名
當
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世
に
著
る
る
有
る
者
無
し）

52
（

。

と
あ
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
述
べ
て
い
る
。

　
し
か
し
武
帝
期
も
半
ば
を
過
ぎ
る
と
、
高
祖
系
列
侯
か
ら
丞
相
が
任
命
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
、
蕭
何
の
子
孫
の
紹
封
も
行
わ
れ
ず
、
上
述
の
よ
う
な
象
徴
的

な
役
割
さ
え
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
高
祖
系
列
侯
は
そ
の
政
治
的

役
割
を
完
全
に
終
え
た
が
ご
と
く
で
あ
る
が
、
宣
帝
期
に
再
び
彼
ら
の
権
威
が

必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　
拙
稿
「
列
侯
と
関
内
侯
│
│
漢
初
に
お
け
る
列
侯
封
建
の
政
治
的
意
義
を
め
ぐ
っ

て
│
│
」
東
洋
文
庫
中
国
古
代
地
域
史
研
究
編
『
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
の
研

究
』
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
四
年
三
月
。

（
2
）　
漢
初
の
高
祖
功
臣
勢
力
に
つ
い
て
は
、
李
開
元
『
漢
帝
國
の
成
立
と
劉
邦
集
團

│
│
軍
功
受
益
階
層
の
研
究
│
│
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）
や
郭
茵
『
呂

太
后
期
の
権
力
構
造
│
│
前
漢
初
期
「
諸
呂
の
乱
」
を
手
が
か
り
に
│
│
』（
九
州
大

学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
三
月
）、
楯
身
智
志
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』（
早
稲
田
大

学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
な
ど
を
参
照
。

（
3
）　
拙
稿
「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に

│
│
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
二
三
編
第
七
号
、
二
〇
一
四
年
七
月
。

　
　
筆
者
は
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
と
さ
れ
た
列
侯
を
「
高
祖
系
列
侯
」
と
称
し
て
い

る
。
高
祖
系
列
侯
に
は
高
祖
の
死
後
に
封
建
さ
れ
た
者
や
、
高
祖
に
仕
え
た
と
は
考
え

ら
れ
な
い
人
物
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
別
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
用
意
が
あ
る
た
め
詳

述
は
控
え
る
が
、
高
祖
系
列
侯
は
高
祖
と
強
い
つ
な
が
り
を
有
す
る
も
の
と
し
て
前
漢

の
政
治
に
お
い
て
、
そ
の
権
威
が
重
視
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
本
稿
で
は
一
般
的
に
用
い
ら

れ
る
「
高
祖
功
臣
列
侯
」（
高
祖
功
臣
で
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
者
）
で
は
な
く
、
高
祖

系
列
侯
位
次
の
対
象
者
で
あ
る
「
高
祖
系
列
侯
」
の
語
を
用
い
て
議
論
す
る
。
そ
の
際
、

本
稿
が
文
帝
期
以
降
の
高
祖
系
列
侯
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

稿
で
は
文
帝
即
位
後
に
改
定
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
者
を
「
高
祖
系
列
侯
」

と
称
す
る
。

　
　
な
お
、
高
祖
系
列
侯
、
す
な
わ
ち
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
と
さ
れ
た
列
侯
は
、
拙

稿
「
高
祖
系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
│
│
」
の

表
三
に
一
覧
を
示
し
て
い
る
。

（
4
）　
前
掲
注
（
1
）
拙
稿
。

（
5
）　
拙
稿
「
漢
初
列
侯
封
建
の
政
治
的
背
景
│
│
恵
帝
期
・
高
后
期
の
列
侯
封
建
に
つ

い
て
の
基
礎
的
考
察
│
│
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
六
二
輯
、
二
〇
一
六

年
三
月
。

（
6
）　
前
掲
注
（
2
）
李
書
な
ど
。

（
7
）　
本
稿
が
主
た
る
考
察
対
象
と
す
る
列
侯
の
動
向
に
つ
い
て
は
『
史
記
』・『
漢
書
』

の
列
侯
表
を
は
じ
め
と
し
て
各
所
に
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
相
互
に
記
載
の
異
な
る
例

も
多
い
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
か
ら
特
に
必
要
な
場
合
を
除
き
、
個
別
の
検
討
に
つ

い
て
は
割
愛
し
、
筆
者
に
よ
る
検
討
の
結
果
の
み
を
示
し
た
。

（
8
）　
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
に
、
後
元
二
年
に
は
高
祖
系
列
侯
が
す
べ
て
国
除
さ
れ
た

状
態
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
宣
帝
地
節
四
年
（
前
六
六
）
に
酇
侯
蕭
何
の
玄
孫
蕭
建
世

が
紹
封
に
よ
り
酇
侯
と
な
り
、
高
祖
系
列
侯
が
再
び
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
9
）　
前
掲
注
（
2
）
李
書
。

（
10
）　
表
二
に
は
紹
封
事
例
二
二
件
、
表
三
に
は
復
封
事
例
一
六
件
を
挙
げ
た
が
、
こ
の

ほ
か
に
も
紹
封
も
し
く
は
復
封
と
考
え
う
る
事
例
が
存
在
す
る
。

　
　
ま
ず
文
帝
二
年
に
馮
遺
が
高
祖
一
二
年
（
前
一
九
五
）
に
没
し
た
父
馮
它
の
爵
位
の

継
承
を
認
め
ら
れ
、
閼
与
侯
と
さ
れ
た
。
馮
遺
は
高
祖
一
二
年
に
馮
它
が
没
し
た
際
に

は
生
ま
れ
て
お
ら
ず
、
文
帝
二
年
に
い
た
っ
て
遺
腹
の
子
と
し
て
爵
位
継
承
が
認
め
ら

れ
た
。
張
家
山
漢
簡
「
二
年
律
令
」
置
後
律
三
七
六
簡
の
規
定
（「
死
、
其
寡
有
遺
腹

者
、
須
遺
腹
產
、
乃
以
律
爲
置
爵
・
戸
後
。」）
で
は
遺
腹
の
子
に
よ
る
爵
位
継
承
が
認

め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
遺
腹
の
子
は
出
生
後
に
爵
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
馮
遺
は
馮
它
の
死
後
一
六
年
し
て
爵
位
を
継
承
し
て
お
り
、
当
該
規
定
の

適
用
を
受
け
て
い
な
い
。
考
え
ら
れ
る
可
能
性
と
し
て
は
、
①
当
該
規
定
が
馮
它
の
没



81　　前漢前期における高祖系列侯の衰退

し
た
高
祖
一
二
年
以
降
に
制
定
さ
れ
、
文
帝
二
年
に
馮
遺
に
対
し
て
遡
っ
て
適
用
さ
れ

た
、
②
列
侯
は
当
該
規
定
の
適
用
対
象
と
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
帝
二
年
に
文
帝
に
よ

る
特
別
の
恩
恵
と
し
て
爵
位
継
承
を
認
め
ら
れ
た
、
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
者
の
場
合
、
馮
遺
に
よ
る
爵
位
継
承
は
紹
封
と
解
し
う
る
。
ま
た
前
者
の
場
合
に
も

当
該
規
定
の
遡
っ
て
の
適
用
が
例
外
的
で
あ
っ
た
可
能
性
も
想
定
で
き
、
い
ず
れ
に
せ

よ
馮
遺
の
閼
与
侯
継
承
が
紹
封
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
。
し
か
し
史
資
料
か

ら
は
確
認
で
き
な
い
が
、
仮
に
文
帝
二
年
に
至
っ
て
当
該
規
定
の
遡
っ
て
の
適
用
が
広

汎
に
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
馮
遺
に
よ
る
閼
与
侯
継
承
は
、
他
の
紹
封
事
例
と
は
一

線
を
画
す
る
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
た
め
、

本
稿
で
は
馮
遺
の
閼
与
侯
継
承
を
紹
封
事
例
か
ら
は
ひ
と
ま
ず
除
外
し
た
。

　
　
ま
た
、
も
と
の
魯
王
張
偃
は
文
帝
元
年
（
前
一
七
九
）
に
南
宮
侯
と
さ
れ
た
。
張
偃

は
宣
平
侯
張
敖
（
も
と
の
趙
王
）
と
魯
元
公
主
（
高
祖
と
呂
后
の
娘
）
の
子
で
あ
り
、

魯
元
公
主
が
斉
の
王
太
后
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
高
后
元
年
四
月
に
魯
王
に
封
建
さ
れ
た
。

こ
れ
は
呂
氏
政
権
の
権
力
基
盤
確
立
策
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
張
敖
は
高
后
六
年

（
前
一
八
二
）
に
没
し
た
が
、『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
「
薨
、
子
偃
爲

魯
王
、
國
除
。」
と
あ
る
よ
う
に
張
偃
が
魯
王
で
あ
る
た
め
に
宣
平
侯
国
は
除
か
れ
た
。

高
后
八
年
に
呂
氏
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
、
張
偃
は
大
臣
に
よ
っ
て
魯
王
よ
り
廃
さ
れ
た
が
、

文
帝
元
年
に
南
宮
侯
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
史
記
』
巻
八
九
張
耳
陳
余
列
伝
に

は
「
孝
文
帝
卽
位
、
復
封
故
魯
元
王
偃
爲
南
宮
侯
、
續
張
氏
。」
と
見
え
る
。
諸
侯

王
・
列
侯
が
紹
封
に
際
し
て
祭
祀
の
継
承
も
認
め
ら
れ
た
と
す
る
記
事
は
『
史
記
』・

『
漢
書
』
に
散
見
さ
れ
る
。
右
の
「
續
張
氏
」
を
張
偃
に
よ
る
祭
祀
継
承
と
解
せ
ば
、

一
見
す
る
と
、
紹
封
に
よ
り
父
張
敖
の
列
侯
爵
を
継
承
し
た
が
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か

し
、
張
偃
が
魯
王
で
あ
る
た
め
に
張
敖
死
後
に
宣
平
侯
国
が
除
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
張

氏
の
祭
祀
は
魯
王
張
偃
に
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
一
方
、
右
の
『
史
記
』
張
耳
陳
余
列
伝
の
記
事
に
「
復
封
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
張

偃
が
南
宮
侯
と
さ
れ
た
の
は
復
封
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
張
偃
の
場
合
は

諸
侯
王
で
あ
っ
た
者
が
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
諸
侯
王
か
ら
列
侯
へ
の
降

格
と
も
解
し
う
る
。
こ
の
よ
う
に
張
偃
の
南
宮
侯
封
建
は
、
表
三
に
挙
げ
た
列
侯
で
あ

っ
た
者
が
再
び
列
侯
に
封
建
さ
れ
る
と
い
う
復
封
事
例
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
よ
っ

て
、
本
稿
で
は
張
偃
の
事
例
を
特
殊
な
も
の
と
し
て
、
表
二
・
表
三
に
は
挙
げ
な
か
っ

た
。

　
　
と
こ
ろ
で
表
二
・
表
三
に
挙
げ
た
事
例
に
は
、
紹
封
や
復
封
の
後
の
封
号
が
始
封
時

の
封
号
と
異
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
前
漢
の
列
侯
の
封
号
は
封
地
を
示
す
場
合
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
封
号
の
変
更
は
封
地
の
変
更
を
意
味
す
る
が
、
封
地
変
更
の
背

景
の
明
ら
か
で
な
い
事
例
が
大
半
で
あ
る
。
楯
身
智
志
氏
は
景
帝
中
元
年
か
ら
景
帝
後

元
年
に
お
け
る
復
封
・
紹
封
に
際
し
て
の
封
地
変
更
に
つ
い
て
、
馬
孟
竜
氏
の
研
究

（
馬
孟
竜
『
西
漢
侯
国
地
理
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
）
を
引
き
つ

つ
、
諸
侯
王
国
内
の
列
侯
国
が
諸
侯
王
と
結
び
つ
い
て
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
を
防
ぐ
目

的
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
（
楯
身
智
志
「
前
漢
に
お
け
る
「
諸
侯
」
の
復
活
│
│

復
封
・
紹
封
の
政
治
的
背
景
│
│
」『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
四
〇
号
、
二
〇

一
六
年
三
月
）。

（
11
）　
牧
野
巽
「
西
漢
の
封
建
相
続
法
」『
支
那
家
族
研
究
』
生
活
社
、
一
九
四
四
年
一

二
月
、『
牧
野
巽
著
作
集
第
一
巻
　
中
国
家
族
研
究
上
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
九

年
一
〇
月
。

（
12
）　
こ
の
記
事
は
文
帝
後
五
年
（
前
一
五
九
）
に
行
わ
れ
た
蕭
何
の
孫
蕭
則
に
よ
る
紹

封
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
蕭
則
の
兄
蕭
遺
は
文
帝
後
三
年
の
父
蕭
延
の
死
に
と
も
な

っ
て
酇
侯
を
継
承
し
た
が
、
自
身
も
翌
文
帝
後
四
年
（
前
一
六
〇
）
に
没
し
、
蕭
遺
に

嗣
子
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
酇
侯
国
は
除
か
れ
た
。
そ
の
後
、
文
帝
後
五
年
に
蕭
則
が

紹
封
に
よ
り
酇
侯
と
な
っ
た
。

（
13
）　
胡
陵
侯
呂
禄
の
紹
封
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
5
）
拙
稿
を
参
照
。

（
14
）　『
漢
書
』
巻
三
三
韓
王
信
伝

　
　
　
　
上
曰
、『
游
擊
將
軍
死
事
、無
論
坐
者
。』乃
復
封
興
弟
增
爲
龍

侯
。

（
15
）　
復
封
事
例
に
お
い
て
も
、
紹
封
の
場
合
と
同
様
に
、
史
料
上
に
「
復
封
」
と
記
さ

れ
な
い
も
の
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
景
帝
元
年
（
前
一
五
六
）
に
休
侯
に
封
建
さ

れ
、
景
帝
三
年
の
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
国
除
と
な
り
、
同
年
に
紅
侯
に
復
封
さ
れ

た
劉
富
に
つ
い
て
は
、
史
料
上
で
は
「
復
封
」
と
は
記
さ
れ
な
い
。『
史
記
』
巻
一
九



82

恵
景
間
侯
者
年
表
休
侯
劉
富
条
に
、

　
　
　 

三
年
、
侯
富
以
兄
子
戎
爲
楚
王
反
、
富
與
家
屬
至
長
安
北
闕
自
歸
、
不
能
相
敎
、

上
印
綬
。
詔
復
王
。
後
以
平
陸
侯
爲
楚
王
、
更
封
富
爲
紅
侯
。

　
と
あ
る
よ
う
に
、
劉
富
の
場
合
に
は
「
更
封
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
劉
富
は
呉
楚
七
国

の
乱
に
加
わ
っ
た
楚
王
劉
戊
の
叔
父
で
あ
り
、
劉
戊
が
乱
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
国

除
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
劉
戊
に
し
ば
し
ば
諫
言
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、

紅
侯
に
封
建
さ
れ
た
（『
漢
書
』
巻
三
六
楚
元
王
伝
）。

　
　
劉
富
の
例
も
含
め
、
史
料
上
に
「
復
封
」
と
記
さ
れ
て
お
ら
ず
と
も
、
国
除
と
さ
れ

た
後
に
当
人
が
再
び
列
侯
に
封
建
さ
れ
た
事
例
は
復
封
と
解
し
た
。

（
16
）　
芒
侯

跖
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
と
『
漢
書
』
巻
一

六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
と
で
記
載
が
大
き
く
異
な
る
。
前
者
で
は

跖
は
見
え
ず
、

昭
（
姓
は
不
明
）
が
高
祖
六
年
に
封
建
さ
れ
て
、
高
祖
九
年
（
前
一
九
八
）
に
免
侯
と

さ
れ
た
後
、
景
帝
三
年
に
再
び
張
侯
に
封
建
さ
れ
た
と
す
る
。
後
者
で
は

跖
が
高
祖

六
年
に
封
建
さ
れ
、
子
の

昭
が
芒
侯
を
継
承
し
た
が
、
侯

昭
四
年
に
国
除
と
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
侯

昭
四
年
は
高
祖
一
二
年
に
あ
た
り
、『
史
記
』・『
漢
書
』
の

列
侯
表
が
多
く
免
侯
年
を
一
年
早
く
記
す
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

昭
は
恵
帝
元
年
（
前

一
九
四
）
に
国
除
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、

昭
は
景
帝
三
年
に
復
封
さ

れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
と
『
漢
書
』
高
恵

高
后
文
功
臣
表
の
間
に
は
記
載
に
隔
た
り
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
高
恵
高
后
文

功
臣
表
は
、

跖
の
死
に
つ
い
て
後
継
者
不
在
を
示
す
「
亡
後
」
と
記
し
な
が
ら
、
子

の

昭
の
芒
侯
継
承
に
つ
い
て
は
「
嗣
」
と
記
し
、
嗣
子
に
よ
る
爵
位
継
承
と
す
る
。

　
　
こ
れ
ら
の
史
料
の
状
況
か
ら
、

跖
と

昭
の
経
歴
の
詳
細
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
し
か
し

昭
の
免
侯
年
を
『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
が
高
祖
九
年
と

し
、『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
が
恵
帝
元
年
と
し
て
い
る
点
、
芒
侯

跖
（
も
し

く
は

昭
）
が
高
祖
系
列
侯
位
次
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
、
芒
侯
国
が
高
祖

九
年
か
ら
恵
帝
元
年
の
間
に
除
か
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
景
帝
三
年
に

昭
が
復
封
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
と
『
漢
書
』
高
恵

高
后
文
功
臣
表
と
で
一
致
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
芒
侯
国
も
し
く
は
こ
れ
に
連
な
る
列

侯
国
は
高
祖
九
年
か
ら
恵
帝
元
年
の
間
に
除
か
れ
、
景
帝
三
年
に

昭
が
復
封
さ
れ
た

と
解
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
ま
た
芒
侯
国
の
始
封
者
に
つ
い
て
、『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
は

跖
と
し
、

『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
は

昭
と
す
る
が
、
始
封
者
を
秦
二
世
元
年
（
前
二
〇

九
）
に
高
祖
に
従
っ
た
功
臣
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
始

封
者
を

跖
と
す
る
が
、
仮
に

昭
を
始
封
者
と
解
し
て
も
、
芒
侯
国
の
始
封
者
が
高

祖
功
臣
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。

（
17
）　『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表

　
　
　
　
孝
景
三
年
、昭
以
故
芒
侯
將
兵
從
太
尉
亞
夫
擊
吳
楚
有
功
、復
侯
。

（
18
）　
韓
説
の
経
歴
は
、『
史
記
』
巻
二
〇
建
元
以
来
侯
者
年
表
・
巻
九
三
韓
王
信
列

伝
・
巻
一
一
一
衛
将
軍
驃
騎
列
伝
や
『
漢
書
』
巻
一
六
高
恵
高
后
文
功
臣
表
・
巻
三
三

韓
王
信
伝
に
見
え
る
。

（
19
）　
公
孫
賀
の
経
歴
は
、『
史
記
』
巻
二
〇
建
元
以
来
侯
者
年
表
・
巻
一
一
一
衛
将
軍

驃
騎
列
伝
や
『
漢
書
』
巻
一
七
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
・
巻
六
六
公
孫
賀
伝
に
見
え
る
。

（
20
）　『
史
記
』
巻
二
二
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
。
な
お
、『
史
記
』
漢
興
以
来
将
相
名

臣
年
表
文
帝
三
年
条
に
は
「
棘
蒲
侯
陳
武
爲
大
將
軍
、
擊
濟
北
。
昌
侯
盧
卿
・
共
侯
盧

罷
師
・
甯
侯

・
深
澤
侯
將
夜

0

0

0

0

0

皆
爲
將
軍
、
屬
武
祁
侯
賀
、
將
兵
屯
滎
陽
。」（
傍
点
、

筆
者
）
と
見
え
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
文
帝
三
年
に
趙
将
夜
が
深
沢
侯
で
あ
っ
た
が
ご
と
く

で
あ
る
。

　
　
趙
将
夜
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
と
『
漢
書
』
巻
一
六
高

恵
高
后
文
功
臣
表
と
で
記
載
が
異
な
る
。『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
よ
れ
ば
、

高
祖
八
年
（
前
一
九
九
）
に
封
じ
ら
れ
た
後
、
高
后
二
年
に
国
除
と
な
る
。
そ
の
後
、

高
后
三
年
に
深
沢
侯
に
復
封
さ
れ
る
が
、
高
后
四
年
に
国
除
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
文
帝

一
四
年
、
深
沢
侯
に
再
び
封
じ
ら
れ
、
文
帝
後
元
年
（
前
一
六
三
）
に
没
し
、
子
の
趙

頭
が
深
沢
侯
を
継
承
し
た
と
す
る
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
で
は
、
高
祖
八
年
に
封
じ
ら
れ
、
高

后
元
年
に
国
除
と
な
っ
た
後
、
高
后
二
年
に
深
沢
侯
に
封
じ
ら
れ
、
高
后
三
年
に
没
し

た
と
さ
れ
る
。
一
方
、
趙
頭
に
つ
い
て
「
孝
文
後
二
年
、
戴
侯
頭
嗣
。」
と
、
趙
頭
が
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文
帝
後
二
年
に
父
趙
将
夜
の
死
に
と
も
な
っ
て
嗣
子
と
し
て
継
承
し
た
が
ご
と
く
記
す
。

高
后
三
年
に
趙
将
夜
が
没
し
た
と
す
る
記
事
と
文
帝
後
二
年
に
趙
頭
が
深
沢
侯
を
継
承

し
た
と
す
る
記
事
と
は
矛
盾
す
る
か
ら
、『
漢
書
』
高
恵
高
后
文
功
臣
表
の
記
事
に
は

誤
り
や
脱
漏
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
特
に
問
題
の
見
ら
れ
な
い
『
史
記
』

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
従
っ
た
。

　
　
右
の
よ
う
に
趙
将
夜
の
経
歴
に
つ
い
て
『
史
記
』
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
と
『
漢
書
』

高
恵
高
后
文
功
臣
表
に
は
記
載
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
文
帝
三
年
に
趙

将
夜
が
深
沢
侯
で
は
な
い
と
す
る
点
で
は
一
致
す
る
。
よ
っ
て
、『
史
記
』
漢
興
以
来

将
相
名
臣
年
表
文
帝
三
年
条
が
趙
将
夜
を
深
沢
侯
と
す
る
の
は
誤
り
と
解
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

（
21
）　
劉
栄
廃
太
子
の
時
期
に
つ
い
て
、『
史
記
』
巻
一
一
孝
景
本
紀
は
景
帝
七
年
冬
と

し
、『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
は
同
年
正
月
と
す
る
。

（
22
）　『
史
記
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家

　
　
　
　
景
帝
廢
栗
太
子
、
丞
相
固
爭
之
、
不
得
。
景
帝
由
此
疏
之
。
而
梁
孝
王
每
朝
、

常
與
太
后
言
條
侯
之
短
。

（
23
）　
周
亜
夫
は
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
、
呉
軍
に
攻
め
ら
れ
た
梁
王
劉
武
の
救
援
の

要
請
を
拒
絶
し
た
た
め
、
劉
武
と
の
間
に
確
執
が
生
じ
て
い
た
（『
史
記
』
巻
五
七
絳

侯
周
勃
世
家
）。

（
24
）　『
史
記
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家
「
五
歲
、
遷
爲
丞
相
、
景
帝
甚
重
之
。」

　
　
と
こ
ろ
で
『
史
記
』
絳
侯
周
勃
世
家
は
右
の
記
事
を
周
亜
夫
が
劉
栄
廃
太
子
に
反
対

し
た
記
事
の
前
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
点
は
『
漢
書
』
巻
四
〇
周
勃
伝
附
周
亜
夫
伝
も

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
周
亜
夫
の
丞
相
任
命
に
つ
い
て
『
史
記
』
巻
一
一
孝
景
本
紀
は

景
帝
七
年
二
月
乙
巳
と
し
、『
漢
書
』
巻
五
景
帝
紀
は
同
年
二
月
と
す
る
。
ま
た
『
史

記
』
巻
二
二
漢
興
以
来
将
相
名
臣
年
表
と
『
漢
書
』
巻
一
九
下
百
官
公
卿
表
下
は
景
帝

七
年
六
月
乙
巳
と
す
る
。
景
帝
七
年
二
月
と
六
月
の
双
方
に
乙
巳
が
存
在
す
る
か
ら
、

い
ず
れ
と
も
決
し
が
た
い
が
、
少
な
く
と
も
周
亜
夫
の
丞
相
任
命
は
同
年
の
冬
も
し
く

は
正
月
に
行
わ
れ
た
劉
栄
廃
太
子
の
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
25
）　『
史
記
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家

　
　
　
　
竇
太
后
曰
、「
皇
后
兄
王
信
可
侯
也
。」
景
帝
讓
曰
、「
始
南
皮
・
章
武
侯
先
帝

不
侯
、
及
臣
卽
位
乃
侯
之
。
信
未
得
封
也
。」
竇
太
后
曰
、「
人
主
各
以
時
行
耳
。

自
竇
長
君
在
時
、
竟
不
得
侯
、
死
後
乃
其
子
彭
祖
顧
得
侯
。
吾
甚
恨
之
。
帝
趣

侯
信
也
。」
景
帝
曰
、「
請
得
與
丞
相
議
之
。」
丞
相
議
之
、
亞
夫
曰
、「
高
皇
帝

約
『
非
劉
氏
不
得
王
、
非
有
功
不
得
侯
。
不
如
約
、
天
下
共
擊
之
』。
今
信
雖

皇
后
兄
、
無
功
、
侯
之
、
非
約
也
。」
景
帝
默
然
而
止
。

（
26
）　
白
馬
の
盟
に
つ
い
て
は
、
栗
原
朋
信
「『
封
爵
の
誓
』
に
つ
い
て
の
小
研
究
」『
秦

漢
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
五
月
（
初
出
「
封
爵
之
誓
に
つ
い
て
」

『
社
会
経
済
史
学
』
第
一
七
巻
第
六
号
、
一
九
五
一
年
一
二
月
）
や
前
掲
注
二
李
書
、

楯
身
智
志
「
漢
初
に
お
け
る
郡
国
制
の
形
成
と
展
開
│
│
諸
侯
王
の
性
質
変
化
を
め
ぐ

っ
て
│
│
」（『
古
代
文
化
』
第
六
十
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
年
六
月
、
の
ち
前
掲
注

（
2
）
楯
身
書
所
収
）
な
ど
を
参
照
。

（
27
）　『
史
記
』
巻
五
七
絳
侯
周
勃
世
家

　
　
　
　
其
後
匈
奴
王
唯
徐
盧
等
五
人
降
、
景
帝
欲
侯
之
以
勸
後
。
丞
相
亞
夫
曰
、「
彼

背
其
主
降
陛
下
、
陛
下
侯
之
、
則
何
以
責
人
臣
不
守
節
者
乎
。」
景
帝
曰
、「
丞

相
議
不
可
用
。」
乃
悉
封
唯
徐
盧
等
爲
列
侯
。
亞
夫
因
謝
病
。
景
帝
中
三
年
、

以
病
免
相
。

（
28
）　『
漢
書
』
巻
一
七
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
序

　
　
　
　
故
至
孝
景
始
欲
侯
降
者
、丞
相
周
亞
夫
守
約
而
爭
。

（
29
）　
楯
身
智
志
「
秦
・
漢
代
の
「
卿
」
│
│
二
十
等
爵
制
の
變
遷
と
官
吏
登
用
制
度
の

展
開
│
│
」『
東
方
学
』
第
一
一
六
輯
、
二
〇
〇
八
年
七
月
、
の
ち
同
『
漢
代
二
十
等

爵
制
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年
二
月
）
所
収
。

（
30
）　
平
皋
侯
劉
它
に
つ
い
て
は
『
史
記
』
巻
一
八
高
祖
功
臣
侯
者
年
表
平
皋
侯
劉
它
条

に
「
項
它
、
漢
六
年
以

郡
長
初
從
、
賜
姓
爲
劉
氏
、
功
比
戴
侯
彭
祖
、
五
百
八
十

戸
。」
と
見
え
、
新
陽
侯
呂
青
に
つ
い
て
は
同
新
陽
侯
呂
青
条
に
「
以
漢
五
年
用
左
令

尹
初
從
、
功
比
堂
邑
侯
、
千
戸
。」
と
見
え
る
。

（
31
）　『
漢
書
』
巻
一
七
景
武
昭
宣
元
成
功
臣
表
序
「
帝
黜
其
議
、
初
開
封
賞
之
科
。」

（
32
）　
前
掲
注
（
11
）
牧
野
論
文
。
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（
33
）　
前
掲
注
（
10
）
楯
身
論
文
。

（
34
）　
前
掲
注
（
2
）
李
書
。

（
35
）　『
史
記
』・『
漢
書
』
の
列
侯
表
に
よ
れ
ば
、
劉
栄
廃
太
子
の
行
わ
れ
た
景
帝
七
年

か
ら
周
亜
夫
が
獄
死
し
た
景
帝
後
元
年
に
は
、
諸
侯
王
に
封
建
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
国

除
と
な
っ
た
例
を
除
い
て
、

　
　
　
　
景
帝
七
年
　
　
　
一
件

　
　
　
　
景
帝
中
元
年
　
　
四
件

　
　
　
　
景
帝
中
二
年
　
　
六
件

　
　
　
　
景
帝
中
三
年
　
　
四
件

　
　
　
　
景
帝
中
四
年
　
　
四
件

　
　
　
　
景
帝
中
五
年
　
　
二
件

　
　
　
　
景
帝
中
六
年
　
　
七
件

　
　
　
　
景
帝
後
元
年
　
　
四
件

　
と
計
三
二
件
の
国
除
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
36
）　『
史
記
』
巻
九
九
叔
孫
通
列
伝

　
　
　
　
功
臣
列
侯
諸
將
軍
軍
吏
以
次
陳
西
方
、東
鄕
、文
官
丞
相
以
下
陳
東
方
、西
鄕
。

（
37
）　『
史
記
』
巻
五
三
蕭
相
国
世
家

　
　
　
　
漢
五
年
、
既
殺
項
羽
、
定
天
下
、
論
功
行
封
。
羣
臣
爭
功
、
歲
餘
功
不
決
。
高

祖
以
蕭
何
功
最
盛
、
封
爲
酇
侯
、
所
食
邑
多
。
功
臣
皆
曰
、「
臣
等
身
被
堅
執

銳
、
多
者
百
餘
戰
、
少
者
數
十
合
、
攻
城
略
地
、
大
小
各
有
差
。
今
蕭
何
未
嘗

有
汗
馬
之
勞
、
徒
持
文
墨
議
論
、
不
戰
、
顧
反
居
臣
等
上
、
何
也
。」
高
帝
曰
、

「
諸
君
知
獵
乎
。」
曰
、「
知
之
。」「
知
獵
狗
乎
。」
曰
、「
知
之
。」
高
帝
曰
、

「
夫
獵
、
追
殺
獸
兔
者
狗
也
、
而
發
蹤
指
示
獸
處
者
人
也
。
今
諸
君
徒
能
得
走

獸
耳
、
功
狗
也
。
至
如
蕭
何
、
發
蹤
指
示
、
功
人
也
。
且
諸
君
獨
以
身
隨
我
、

多
者
兩
三
人
。
今
蕭
何
舉
宗
數
十
人
皆
隨
我
、
功
不
可
忘
也
。」
羣
臣
皆
莫
敢

言
。
列
侯
畢
已
受
封
、
及
奏
位
次
、
皆
曰
、「
平
陽
侯
曹
參
身
被
七
十
創
、
攻

城
略
地
、
功
最
多
、
宜
第
一
。」
上
已
橈
功
臣
、
多
封
蕭
何
、
至
位
次
未
有
以

復
難
之
、
然
心
欲
何
第
一
。
關
內
侯
鄂
君
進
曰
、「
羣
臣
議
皆
誤
。
夫
曹
參
雖

有
野
戰
略
地
之
功
、
此
特
一
時
之
事
。
夫
上
與
楚
相
距
五
歲
、
常
失
軍
亡
衆
、

逃
身
遁
者
數
矣
。
然
蕭
何
常
從
關
中
遣
軍
補
其
處
、
非
上
所
詔
令
召
、
而
數
萬

衆
會
上
之
乏
絕
者
數
矣
。
夫
漢
與
楚
相
守
滎
陽
數
年
、
軍
無
見
糧
、
蕭
何
轉
漕

關
中
、
給
食
不
乏
。
陛
下
雖
數
亡
山
東
、
蕭
何
常
全
關
中
以
待
陛
下
、
此
萬
世

之
功
也
。
今
雖
亡
曹
參
等
百
數
、
何
缺
於
漢
。
漢
得
之
不
必
待
以
全
。
柰
何
欲

以
一
旦
之
功
而
加
萬
世
之
功
哉
。
蕭
何
第
一
、
曹
參
次
之
。」
高
祖
曰
、「
善
。」

於
是
乃
令
蕭
何
第
一
、
賜
帶
劍
履
上
殿
、
入
朝
不
趨
。

（
38
）　
表
四
に
は
高
祖
系
列
侯
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
高
祖
系
列
侯

で
は
な
い
人
物
も
挙
げ
て
い
る
。

（
39
）　
上
将
軍
樊
噲
や
大
将
軍
劉
沢
が
太
尉
に
代
わ
る
軍
事
の
最
高
職
と
し
て
任
命
さ
れ

た
こ
と
は
、
前
掲
注
（
2
）
郭
書
に
指
摘
が
あ
る
。

（
40
）　『
史
記
』
巻
九
呂
太
后
本
紀
太
史
公
曰

　
　
　
　
孝
惠
皇
帝
・
高
后
之
時
、
黎
民
得
離
戰
國
之
苦
、
君
臣
俱
欲
休
息
乎
無
爲
、
故

惠
帝
垂
拱
、
高
后
女
主
稱
制
、
政
不
出
房
戶
、
天
下
晏
然
。
刑
罰
罕
用
、
罪
人

是
希
。
民
務
稼
穡
、
衣
食
滋
殖
。

（
41
）　
前
掲
注
（
2
）
李
書
。

（
42
）　
大
庭
脩
「
前
漢
の
将
軍
」『
東
洋
史
研
究
』
第
二
六
巻
第
四
号
、
一
九
六
八
年
三

月
、
の
ち
同
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
八
二
年
二
月
）
所
収
。

（
43
）　
呉
楚
七
国
の
乱
に
際
し
て
は
反
乱
に
与
し
た
列
侯
が
複
数
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う

ち
高
祖
系
列
侯
は
魏
其
侯
周
間
・
台
侯
戴
才
・
辟
陽
侯
審
平
・
昌
侯
盧
通
・
下
相
侯
冷

慎
・
高
陵
侯
王
行
・
紀
信
侯
陳
陽
の
七
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
44
）　
前
掲
注
（
42
）
大
庭
論
文
。

（
45
）　
呉
楚
七
国
の
乱
に
お
け
る
功
績
に
よ
っ
て
封
侯
さ
れ
た
の
は
、

侯
欒
布
・
建
陵

侯
衛
綰
・
建
平
侯
程
嘉
・
平
曲
侯
公
孫
昆
邪
・
江
陽
侯
蘇
嘉
・
遽
侯
某
横
・
新
市
侯
王

康
・
高
陵
侯
趙
周
・
山
陽
侯
張
当
居
・
塞
侯
直
不
疑
の
一
〇
名
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
遽

侯
某
横
か
ら
山
陽
侯
張
当
居
ま
で
の
四
名
は
、
父
が
反
乱
に
加
わ
っ
た
諸
国
に
仕
え
、

反
乱
に
与
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
の
王
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
る
。
彼

ら
は
父
が
反
乱
に
与
し
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
さ
れ
て
封
建
さ
れ
た
。
一
方
で

侯
欒
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布
は
高
祖
期
か
ら
仕
え
た
老
将
で
あ
り
、
高
祖
功
臣
に
数
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
高

祖
に
仕
え
た
の
は
高
祖
一
一
年
（
前
一
九
六
）
の
梁
王
彭
越
謀
反
後
と
遅
い
（『
史
記
』

巻
一
〇
〇
欒
布
列
伝
）。
他
の
五
名
は
呉
楚
七
国
の
乱
平
定
に
従
軍
し
て
功
績
を
挙
げ

た
人
物
で
あ
り
、
高
祖
功
臣
と
見
な
す
べ
き
点
は
史
料
に
見
ら
れ
な
い
。

（
46
）　
池
田
雄
一
「
前
漢
時
代
に
お
け
る
西
北
経
営
と
匈
奴
対
策
」『
中
央
大
学
文
学
部

紀
要
』
第
一
一
六
号
、
一
九
八
五
年
三
月
、
の
ち
同
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行

政
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
年
五
月
）
所
収
。

（
47
）　『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書

　
　
　
　 

齊
相
卜
式
上
書
曰
、「
臣
聞
主
憂
臣
辱
。
南
越
反
、
臣
願
父
子
與
齊
習
船
者
往

死
之
。」
天
子
下
詔
曰
、「
卜
式
雖
躬
耕
牧
、
不
以
爲
利
、
有
餘
輒
助
縣
官
之
用
。

今
天
下
不
幸
有
急
、
而
式
奮
願
父
子
死
之
、
雖
未
戰
、
可
謂
義
形
於
内
。
賜
爵

關
内
侯
、
金
六
十
斤
、
田
十
頃
。」
布
告
天
下
、
天
下
莫
應
。
列
侯
以
百
數
、

皆
莫
求
從
軍
擊
羌
・
越
。
至
酎
、
少
府
省
金
、
而
列
侯
坐
酎
金
失
侯
者
百
餘
人
。

（
48
）　
楯
身
智
志
「
漢
初
高
祖
功
臣
位
次
考
│
│
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
宗
廟
制
度
の
展

開
と
高
祖
功
臣
列
侯
の
推
移
│
│
」『
東
洋
学
報
』
第
九
〇
号
第
四
巻
、
二
〇
〇
九
年

三
月
、
の
ち
同
『
漢
代
二
十
等
爵
制
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
四
年

二
月
）・
同
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六
年
三
月
）

所
収
。

（
49
）　『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
南
越
は
元
鼎
五
年
四
月
に
反
し
、
酎
金
律
に

よ
る
多
数
の
列
侯
の
国
除
が
行
わ
れ
た
の
は
同
年
九
月
で
あ
る
。

（
50
）　
匈
奴
降
者
の
ほ
か
、
周
亜
夫
が
同
様
に
白
馬
の
盟
を
挙
げ
て
封
侯
に
反
対
し
た
王

信
も
景
帝
中
五
年
五
月
に
蓋
侯
に
封
建
さ
れ
た
（『
史
記
』
巻
一
九
恵
景
間
侯
者
年

表
・『
漢
書
』
巻
一
八
外
戚
恩
沢
侯
表
）。

（
51
）　
前
掲
注
（
5
）
拙
稿
。

（
52
）　『
史
記
』
巻
九
六
張
丞
相
列
伝

　
　
　
　 

自
申
屠
嘉
死
之
後
、
景
帝
時
開
封
侯
陶
青
・
桃
侯
劉
舍
爲
丞
相
。
及
今
上
時
、

柏
至
侯
許
昌
・
平
棘
侯
薛
澤
・
武
彊
侯
莊
青
翟
・
高
陵
侯
趙
周
等
爲
丞
相
。
皆

以
列
侯
繼
嗣
、

廉
謹
、
爲
丞
相
備
員
而
已
、
無
所
能
發
明
功
名
有
著
於
當

世
者
。

　
　
　
　〔
付
記
〕　 

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
一
六
Ｋ
一
六
九
二
五
の
助
成
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。


